
（平成２３年１０月２６日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 11 件

国民年金関係 5 件

厚生年金関係 6 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 37 件

国民年金関係 25 件

厚生年金関係 12 件

年金記録確認兵庫地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



 
 

兵庫国民年金 事案 2783 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 60 年 12月及び 61年１月の国民年金保険

料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正する

ことが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号  ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 57年１月から 58年３月まで 

             ② 昭和 60年 12月及び 61年１月 

    私は、国民年金の適用対象者になり、市役所で加入手続を行ってから、国

民年金保険料は未納とすることなく納付しており、申立期間①及び②が未納

となっている年金記録はおかしいので、年金記録確認第三者委員会に申し立

てた。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間②について、申立期間②は２か月と短期間であるとともに、申立人

は、昭和 58 年４月以降の国民年金保険料は申立期間②を除き全て納付してい

ることから、当該期間以降について、納付意識が高かったものと考えられる。 

   また、国民年金手帳記号番号払出簿によると、国民年金保険料納付の前提と

なる申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 60 年５月に払い出されており、

申立期間②の保険料は現年度納付が可能であるところ、オンライン記録による

と、申立期間②前後の保険料を現年度納付していることが確認できることから、

納付意識の高い申立人が、申立期間②の保険料を納付したものとみても不自然

ではない。 

   一方、申立期間①について、申立人は、昭和 57 年１月に国民年金の適用対

象者となってすぐに加入手続を行い、国民年金保険料を納付したと主張してい

る。 

   しかしながら、上記手帳記号番号の払出しの状況に加え、前後の任意加入者

の加入状況から、申立人の国民年金に係る加入手続は、昭和 60 年３月頃に行

われたものと推認され、この時点では、申立期間のうち一部の国民年金保険料



 
 

は既に時効により納付することができず、58 年１月から同年３月までの保険

料は過年度納付が可能であるものの、Ａ市の国民年金保険料収滞納一覧表及び

オンライン記録のいずれにおいても、申立期間の保険料を過年度納付した記録

は見当たらない。 

   また、申立人が申立期間①の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに当該期間の保険料を納付していたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和 60年 12月及び 61 年１月の国民年金保険料については、納付していたもの

と認められる。 



 
 

兵庫国民年金 事案 2784 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 52 年８月の国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 40年７月から 41年３月まで 

                          ② 昭和 45年７月から 47年３月まで 

                          ③ 昭和 52年８月 

    昭和 40 年７月頃、亡くなった父親がＡ市役所で私の国民年金の加入手続

を行い、申立期間①の国民年金保険料を納付してくれた。結婚後は専業主婦

であったので、毎月、婦人会の役員である集金人に保険料を納付し、自身で

も集金を行ったことがあるので、申立期間②である 21 か月もの未納はあり

えない。申立期間③についても保険料を納付したはずであるので、調査して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間③について、Ａ市の国民年金被保険者台帳の検認記録から、申立人

は申立期間の国民年金保険料を昭和 52 年９月１日に納付していることが確認

できる。 

   また、申立人は昭和 52年８月 11日に国民年金の強制被保険者資格を喪失し

たことに伴い、同年 10月 11日に申立期間及び同年９月の国民年金保険料が還

付されていることが確認でき、国民年金被保険者台帳（特殊台帳）の記録とも

一致する。 

   しかし、申立人が厚生年金保険の被保険者資格を取得したのは、昭和 52 年

９月１日であることが、オンライン記録により確認できることから、申立期間

③は、本来、国民年金の強制加入期間であり、国民年金保険料還付の対象期間

ではないことから、還付事務処理が適切に行われなかったものとみるのが相当

である。 



 
 

   一方、申立期間①及び②について、申立人は、昭和 40 年７月頃、申立人の

父親がＡ市役所で申立人の国民年金の加入手続を行い、申立期間①の国民年金

保険料を納付してくれたはずであり、婚姻後は、自身で申立期間②の保険料を

婦人会の役員である集金人に納付したと主張している。 

   しかしながら、申立期間①について、国民年金保険料納付の前提となる申立

人の国民年金手帳記号番号は、同手帳記号番号の前後の被保険者の記録から、

昭和42年１月から43年７月頃までに払い出されていることが国民年金手帳記

号番号払出簿により確認でき、この頃に国民年金の加入手続が行われたものと

推認できることから、申立内容とは符合しない上、申立人に係るＡ市の国民年

金被保険者名簿（台帳）の検認記録によると、申立期間①は未納を示す空欄と

なっており、当時の国民年金被保険者台帳（特殊台帳）とも一致する。 

   また、申立期間②について、Ａ市の国民年金被保険者名簿（台帳）及び国民

年金被保険者台帳（特殊台帳）において、申立期間は未納とされており、オン

ライン記録とも一致する上、申立人が所持する昭和 46 年４月１日発行の国民

年金手帳には、昭和 46 年度の国民年金印紙検認記録欄は空欄となっているこ

とが確認できる。 

   さらに、申立人が申立期間①及び②の国民年金保険料を納付していたことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納

付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない上、申立人の氏名を複

数の読み方で検索したが、申立人に対して別の国民年金手帳記号番号が払い出

された形跡は見当たらない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和 52年８月の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 



 
 

兵庫国民年金 事案 2785 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 61 年４月から同年７月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 40年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 61年４月から同年７月まで 

    私は、学校卒業後しばらくアルバイトをしていた。母親から将来の自分の

ためにきちんと国民年金保険料を納めておくよう強く言われ、母親と共に

市役所に行って就職するまでの４か月分を遡って納付した。申立期間の保

険料が未納とされているので、調査の上、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

   申立期間は４か月と短期間である上、申立人は、申立期間を除き、国民年金

保険料の未納は無く、申立人の夫の厚生年金保険被保険者資格の取得及び喪失

に伴う第３号被保険者と第１号被保険者の変更手続を適切に行い、保険料を納

付していることが確認できることから、申立人の納付意識の高さがうかがえる。  

   また、国民年金保険料納付の前提となる申立人の国民年金手帳記号番号は、

昭和63年６月に払い出されていることが確認でき、前後の被保険者に係る記録

から、申立人はこの頃に加入手続を行ったものと推認され、この時点では、申

立期間の保険料を過年度納付することが可能であった上、Ａ市では、要望があ

れば過年度納付書を発行していたとしており、申立人の納付意識の高さを踏ま

えれば、申立期間の保険料を過年度納付したものとみても不自然ではない。  

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



 
 

兵庫国民年金 事案 2786 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 62年９月から 63年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 42年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 62年９月から 63年３月まで 

    私は、結婚した昭和 63 年 11 月頃、国民年金の加入手続を行い、同年 12

月頃、送付されてきた納付書で、約 10 万円の国民年金保険料をまとめて納

付したはずであるので、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は７か月と短期間であるとともに、申立人は、昭和 63 年４月から

現在までの国民年金保険料を全て納付していることが確認できることから、保

険料についての納付意識は高かったものと考えられる。 

   また、申立人の所持している年金手帳は婚姻後の姓で交付されており、申立

人に係るＡ市の昭和 63 年度の国民年金収滞納一覧表の「異動処理月」欄には

「56401」（「５」は昭和を示す。）と記載されていることから、申立人の国民年

金の加入手続は、申立人が婚姻してから昭和 64 年１月までの間に行われたも

のと推認でき、この時点では、申立期間の国民年金保険料は過年度納付するこ

とが可能である。 

   さらに、申立期間の国民年金保険料と、納付済みである昭和 63 年４月から

同年 10月までの保険料の合計額は 10万 5,700円であり、申立内容とおおむね

一致することから、当該納付済期間と併せて納付可能な申立期間の保険料を金

融機関で納付したものとみても不自然ではない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 

 



 
 

兵庫国民年金 事案 2787 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 45年 10月から 46年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年 10月から 46年３月まで 

    私は、20 歳になってすぐに国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料

も集金人に納付してきた。私は、これまでに住所の変更は無く、当時、特に

生活状況の変化も無かったことから、申立期間の保険料が未納とされている

ことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は６か月と短期間である上、申立人は、20歳に到達した昭和 41年

＊月から 60 歳に達するまで、申立期間を除き、国民年金保険料を全て納付し

ており、納付意識の高さがうかがえる。 

   また、申立期間の前後の国民年金保険料は現年度納付していることがＡ市の

国民年金被保険者名簿で確認でき、当時、申立人と同居していたその母親も申

立期間の保険料を納付済みである上、申立人に係る当時の国民年金被保険者台

帳である特殊台帳において住所変更の記載は見られず、申立期間の保険料を納

付しない事情も見当たらないことから、申立人の納付意識の高さを踏まえると、

申立人は、申立期間の保険料を納付したものとみても不自然ではない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認められる。 

 



 

兵庫厚生年金 事案 4438 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたと認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を昭

和 24 年１月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 3,900 円とすることが

必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間①の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 15年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 23年 12月 31日から 24年１月１日まで 

             ② 昭和 52年９月 30日から 53年６月１日まで 

    申立期間①について、私は昭和 19年 10月１日にＡ社において被保険者資

格を取得し、同工場の営業部がそのままＢ社に編成され、継続勤務している

にもかかわらず、申立期間に係る厚生年金保険被保険者記録が無いとされて

いる。また、申立期間②については、Ｃ社の給料明細書及び給料台帳の一部

（写し）を添付するので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人の複数の元同僚及び元事務員の証言から判断す

ると、申立人は、Ａ社及び関連会社であるＢ社に継続して勤務し（昭和 24 年

１月１日にＡ社からＢ社に異動）、申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間①の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和

23年８月の社会保険出張所（当時）の記録から、3,900円とすることが妥当で

ある。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主の所在が不明であるものの、事業主が、資格喪失日を昭和 24 年

１月１日と届け出たにもかかわらず、社会保険出張所がこれを 23 年 12 月 31

日と誤って記録するとは考え難いことから、事業主が同日を厚生年金保険の資



 

格喪失日として届け、その結果、社会保険出張所は、申立人に係る同年 12 月

の厚生年金保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険出張所が納入

の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保

険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

申立期間②について、オンライン記録によれば、Ｃ社は、昭和 52年９月 30

日に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、当該期間は当該事業所が

適用事業所でなくなった後の期間である。 

一方、Ｃ社に係るオンライン記録により、住所が判明した７人に申立人から

提出された昭和 52年 10月の給料明細書の写しについて調査したところ、５人

から回答があり、「申立人はＤ支店の所長兼専務取締役であり、同明細書は申

立人の自筆であると思われ、当時の厚生年金保険関係の担当は申立人であっ

た。」と供述している。 

さらに、Ｃ社の商業登記簿謄本により、申立人は、申立期間②において、同

社の取締役を務めていたことが確認できる。 

なお、当委員会では、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に

関する法律（以下「特例法」という。）に基づき記録訂正が認められるかを判

断しているところ、特例法第１条第１項ただし書では、特例対象者である申立

人が、厚生年金保険の保険料納付義務を履行していないことを知り、又は知り

うる状態であったと認められる場合については、記録訂正の対象とすることは

できない旨規定されている。 

これらのことから、仮に、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を給与から控除されていたと認めることができたとしても、申立人は、

上記のとおり特例法第１条第１項ただし書に規定される「保険料納付義務を履

行していないことを知り、又は知り得る状態であったと認められる場合」に該

当すると認められることから、当該期間については、同法に基づく記録訂正の

対象とすることはできない。 

 

 

 



 

兵庫厚生年金 事案 4439 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間①のうち、昭和 21 年３月１日から同年６月２日までの期間につい

て、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における厚生年金保険被保険者資格喪失日

は同年６月２日であると認められることから、申立人に係る厚生年金保険被保

険者資格の喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、１万円とすることが妥当であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正３年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 21年３月１日から 22年２月 21日まで 

             ② 昭和 23年 12月 21日から 26年２月１日まで 

私は、昭和 10 年４月にＡ社に入社し、同社及び同社の関連会社であるＣ

社（現在は、Ｄ社）において、平成 20年 12月まで継続して勤務していた。 

しかしながら、年金事務所の記録では、申立期間①及び②について厚生年

金保険の加入期間が欠落している。当時の給与明細書は、処分して残ってい

ないが、厚生年金保険料が給与から控除されていたと思うので、当該期間を

厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

（注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求めて

行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ Ｂ社が提出した職歴証明書及び「50 年のあゆみ」（Ａ社発行）の記載に

よると、申立人は申立期間①のうち、昭和 21 年３月１日から同年８月 29

日までの期間については、Ａ社に継続して在籍していたことが確認できる。 

また、Ｅ県が発行した軍歴証明書によると、申立人は昭和 16 年７月 16

日から 21年６月２日まで陸軍に召集されていたことが確認できる。 

一方、オンライン記録及び厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）によると、

申立人のＡ社に係る厚生年金保険の被保険者記録は、昭和 19 年６月１日に

被保険者資格を取得し、21 年３月１日に同資格を喪失していることが確認



 

できる。 

しかしながら、申立人は、上記軍歴証明書のとおり、当該資格喪失日は陸

軍に召集されていた期間であり、職歴証明書等においても在籍が継続してい

ることが確認できることから、当該日に被保険者としての資格を喪失してい

たとは考え難い。 

また、当時の厚生年金保険法第 59条の２では、昭和 19年 10月１日から

22 年５月２日までに被保険者が陸海軍に徴集又は召集された期間について

は、その厚生年金保険料を被保険者及び事業主共に全額を免除し、被保険者

期間として算入する旨規定されている。 

したがって、申立人が陸軍に召集されていた期間については、仮に被保険

者としての届出が行われておらず、厚生年金保険法第 75 条の規定による、

時効によって消滅した保険料に係る期間であっても、年金額の計算の基礎と

なる被保険者期間とすべきであるものと考えられる。 

以上のことから、申立人のＡ社に係る資格喪失日は、復員した昭和 21 年

６月２日とすることが妥当である。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、厚生年金保険法及び船員保険

法の一部を改正する法律（昭和44年法律第78号）附則第３条の規定に準じ、

１万円とすることが妥当である。 

２ 一方、申立人は申立期間①のうち、昭和 21 年３月１日から同年８月 29

日までの期間については、Ｂ社が提出した職歴証明書及び「50年のあゆみ」

の記載からＡ社に、また、同年８月 29日から 22年２月 21日までの期間に

ついては、Ｄ社が提出した履歴書及び「50 年のあゆみ」の記載から、Ｃ社

にそれぞれ継続して在籍していたことが確認できる。 

しかしながら、Ｂ社は、「申立人に係る賃金台帳、源泉徴収簿が現存して

いないため、申立人の保険料控除について、確認できない。」と回答してい

ることから、申立人の申立期間①のうち、昭和 21 年６月２日から同年８月

29 日までの期間における、厚生年金保険料の控除について確認することが

できない。 

また、Ｃ社が厚生年金保険の適用事業所となったのは昭和 22 年２月１日

であり、申立期間①のうち、21 年８月 29 日から 22 年２月１日までの期間

は、同社が厚生年金保険の適用事業所となる前の期間である。 

さらに、Ｄ社は、「申立人に係る賃金台帳、源泉徴収簿が現存していない

ため、申立人の保険料控除について、確認できない。」と回答していること

から、申立人の申立期間①のうち、昭和 21 年８月 29 日から 22 年２月 21

日までの期間における、厚生年金保険料の控除について確認することができ

ない。 

このほか、申立人が申立期間①のうち、昭和 21年６月２日から 22年２月

21 日までの期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて



 

いたことを示す関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①のうち、昭和 21

年６月２日から22年２月21日までの期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。 

３ Ｄ社が提出した履歴書によると、申立人は申立期間②においてＣ社に継続

して在籍していたことが確認できる。 

また、Ｃ社に係る商業登記簿謄本によれば、申立人は、昭和 22年 11月に

同社取締役、24年１月に同社代表取締役に、それぞれ就任していることが確

認できる。 

しかしながら、昭和 20年３月１日から 22年２月 21日までの期間について、

Ａ社における厚生年金保険の被保険者記録が確認でき、かつ、Ｃ社に係る商

業登記簿謄本において、申立人と同日に同社取締役に就任している元取締役

の同社における被保険者記録を確認したところ、22年２月 21日から 23年 12

月 21 日までの期間及び 26 年２月１日から 28 年５月 10 日までの期間につい

ては被保険者であったことが確認できるものの、申立期間②については、申

立人と同様に厚生年金保険の被保険者記録を確認することができない。 

また、Ｄ社は、「申立人に係る賃金台帳、源泉徴収簿が現存していないた

め、申立人の保険料控除について、確認できない。」と回答していることか

ら、申立人の申立期間②における厚生年金保険料の控除について確認するこ

とができない。 

このほか、申立人が申立期間②において、厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことを示す関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間②に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



 

兵庫厚生年金 事案 4440 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額については、当該期間のうち、平成９

年４月から同年 10月までは 26万円、13年 10月から 14年 12月までの期間並

びに 15 年２月及び同年３月は 24 万円、同年４月は 30 万円、同年５月は 26

万円、同年６月から同年 12月までは 30万円、16年１月は 26万円、同年２月

から同年 11月までは 30万円、同年 12月は 28万円、17年１月は 24万円、同

年２月及び同年３月は 28万円、同年４月は 30万円、同年５月は 24万円、同

年６月は 28万円、同年７月及び同年８月は 26万円、同年９月から同年 11月

までは 28 万円、同年 12 月は 30 万円、18 年１月は 22 万円、同年２月及び同

年３月は 28万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正

前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： ① 平成９年４月１日から同年 11月１日まで  

② 平成 13年 10月１日から 18年４月 21日まで 

申立期間の厚生年金保険被保険者記録の標準報酬月額と給与から控除さ

れている厚生年金保険料から算出される標準報酬月額が相違している。給与

明細書を提出するので調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚生

年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」

という。）に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂

正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険

料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内である

ことから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の当該期間に係る標準報酬月額については、申立人が所



 

持する給与明細書及び申立事業所に関与していた税理士事務所が保管してい

る資料から確認できる厚生年金保険料控除額又は報酬月額から平成９年４月

から同年 10月までは 26万円、13年 10月から 14年 12月までの期間並びに 15

年２月及び同年３月は 24万円、同年４月は 30万円、同年５月は 26万円、同

年６月から同年 12月までは 30万円、16年１月は 26万円、同年２月から同年

11月までは 30万円、同年 12月は 28万円、17年１月は 24万円、同年２月及

び同年３月は 28万円、同年４月は 30万円、同年５月は 24万円、同年６月は

28万円、同年７月及び同年８月は 26万円、同年９月から同年 11月までは 28

万円、同年 12月は 30万円、18年１月は 22万円、同年２月及び同年３月は 28

万円に訂正することが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主からの回答が無いため不明であるが、給与明細書等から確認できる報酬月額

又は保険料控除額に見合う標準報酬月額と社会保険事務所（当時）で記録され

ている標準報酬月額が長期間にわたり一致していないことから、事業主は、給

与明細書で確認できる報酬月額又は保険料控除額に見合う報酬月額を届け出

ておらず、その結果、社会保険事務所は、当該報酬月額に見合う保険料につい

て納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 

一方、申立期間のうち、平成 15 年１月については、申立人が所持する給与

明細書から、控除された保険料額及び報酬額のそれぞれに基づく標準報酬月額

の低い方の額は、オンライン記録の標準報酬月額と同額であることから、特例

法による保険給付の対象に当たらないため、あっせんは行わない。 

 



 

兵庫厚生年金 事案 4441 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は､申立人が主張

する標準報酬月額であったと認められることから、申立人の平成２年９月から

６年１月までの標準報酬月額を 53万円に訂正することが必要である。 

また、申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者の資格喪失日は、平成６

年３月８日であると認められることから、厚生年金保険被保険者資格の喪失日

に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、申立人の平成６年２月の標準報酬月額については、53 万円とするこ

とが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 33年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 平成２年９月１日から６年２月 28日まで 

             ② 平成６年２月 28日から同年３月８日まで  

    私は、Ａ社で勤務していた期間の標準報酬月額が引き下げられていること

を年金事務所からの文書によって知らされた。給与明細書は無いが、申立期

間①当時に同社で受け取っていた給与は約60万円から100万円だったので、

標準報酬月額が９万 8,000円となっていることに納得できない。また、申立

期間②当時も同社に継続して勤務していたにもかかわらず、厚生年金保険被

保険者期間が平成６年２月 28 日までとなっていることに納得できない。調

査の上、正しい標準報酬月額及び被保険者期間に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、オンライン記録では、当初、申立人の申立期間①に係

る標準報酬月額は 53 万円と記録されていたところ、当該事業所が適用事業所

に該当しなくなった日（平成６年２月 28 日）の後の同年３月８日付けで２年

９月１日に遡及して標準報酬月額が９万 8,000 円に引き下げられていること

が確認できる。 

また、閉鎖登記簿謄本から、申立人は、平成５年１月からＡ社の取締役に就

任していることが確認できるが、申立人は、「担当は営業であった。」と主張し



 

ており、申立期間に被保険者記録のある元従業員も、「申立人は、申立期間当

時は営業部長であった。」と供述していることから、申立人が当該訂正処理に

関与していたとは考え難い。 

これらを総合的に判断すると、当該処理を行う合理的な理由は無く、申立期

間①において、標準報酬月額に係る有効な記録訂正があったとは認められず、

申立人の申立期間①に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届

け出た 53万円とすることが必要と認められる。 

申立期間②については、申立人は雇用保険の被保険者記録により、Ａ社に継

続して勤務していたことが確認できる。 

また、オンライン記録において、Ａ社が適用事業所に該当しなくなった日（平

成６年２月 28 日）の後の同年３月８日付けで、申立人に係る被保険者資格の

喪失日を同年２月 28 日とする遡及訂正処理が行われていることが確認できる

上、申立人以外の多数の被保険者についても同年３月８日付けで被保険者資格

の喪失日を遡及訂正する手続が行われていることが確認できるものの、申立人

と同様に雇用保険の被保険者記録は継続していることが確認でき、同日におい

て、同社は厚生年金保険の適用事業所の要件を満たしていたものと認められる

ことから、当該適用事業所でなくなったとする処理を行う合理的な理由は見当

たらない。 

これらを総合的に判断すると、申立人について、平成６年２月 28 日に資格

を喪失した旨の処理を行う合理的理由は無く、当該資格喪失に係る記録は有効

なものとは認められないことから、申立人の資格喪失日は上記の遡及訂正処理

が行われた同年３月８日であると認められる。 

また、申立期間②の標準報酬月額については、事業主が社会保険事務所に当

初届け出た標準報酬月額の記録から 53万円とすることが妥当である。 

 



 

兵庫厚生年金 事案 4442 

 

第１ 委員会の結論 

事業主は、申立人が昭和 25 年８月１日に厚生年金保険被保険者の資格を取

得した旨の届出を保険出張所（当時）に対し行ったことが認められ、かつ、申

立人のＡ社における資格喪失日は、同年 10月 31日であったと認められること

から、申立人に係る厚生年金保険被保険者資格の取得日及び喪失日に係る記録

を訂正することが必要である。 

また、当該期間の標準報酬月額については、3,000円とすることが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和６年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 25年４月１日から 26年９月 30日まで 

私は、高校卒業後の昭和 25年４月１日にＡ社（現在は、Ｂ社）に入社し、

26年９月 30日まで勤務したが、当該期間における厚生年金保険被保険者記

録が無いことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿（以下「被保険者名簿」とい

う。）によると、申立人と同姓同名で生年月日が一致し、被保険者資格取得日

（昭和 25 年８月１日）の記載はあるものの、資格喪失日の記載が無い基礎年

金番号に未統合となっている被保険者記録が確認できるところ、申立人の同社

の所在地及び業務内容についての詳細な供述並びに高等学校卒業年次に関す

る当該高等学校からの回答等から、当該厚生年金保険被保険者記録は申立人の

記録であることが判断できる。 

一方、Ａ社に係る被保険者名簿により、申立人が記載されているページにお

いて、最後に資格を喪失した被保険者の資格喪失日は昭和 25年 10 月 31日で

あることが確認できる上、26 年８月以降に書き替えられたと考えられる被保

険者名簿には申立人の氏名が確認できないことから、申立人は 25 年 10 月 31

日から 26 年８月までの間に厚生年金保険被保険者資格を喪失したものと考え

られる。 

 
 



 

これらを総合的に判断すると、事業主は、申立人が昭和 25 年８月１日に厚

生年金保険被保険者の資格を取得した旨の届出を保険出張所に対し行ったこ

とが認められ、かつ、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を 25年 10

月 31日に訂正することが必要である。 

なお、当該期間に係る標準報酬月額については、申立人のＡ社に係る昭和

25年８月の被保険者名簿から、3,000円とすることが妥当である。 

一方、申立期間のうち、昭和 25 年４月１日から同年８月１日までの期間及

び同年 10月 31日から 26年９月 30日までの期間について、申立人は、「当該

期間についても、Ａ社に勤務していた。」と主張している。 

しかしながら、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所となった昭和 24年６月 23

日から26年11月１日までの期間に同社に係る厚生年金保険の被保険者資格を

有し、連絡先の判明した６人に照会した結果、二人から回答があったが、二人

とも「申立人を記憶していない。」と供述しており、申立人の申立期間に係る

勤務実態について確認できない。 

また、Ａ社に係る被保険者名簿を見ると、昭和 25 年４月１日から同年８月

１日までの期間に被保険者資格を取得した 10 人の中に申立人の氏名は確認で

きない上、健康保険記号番号にも欠番は見られない。 

このほか、申立人が申立期間のうち、昭和 25 年４月１日から同年８月１日

までの期間及び同年 10月 31日から 26年９月 30日までの期間に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことを示す関連資料は無く、ほ

かに申立人が当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間のうち、昭和 25 年４月

１日から同年８月１日までの期間及び同年 10月 31日から 26年９月 30日まで

の期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを

認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 4443 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録については、当該期間のうち、

平成 10年２月は 41万円、同年４月は 38万円、同年６月は 41万円、同年７月

は 38 万円、同年８月及び同年９月は 36 万円、同年 10 月は 41 万円、同年 11

月は 44万円、同年 12月は 41万円、11年２月は 47万円、同年３月は 38万円、

同年 10月及び同年 11月は 36万円、同年 12月及び 12年２月は 38万円、同年

４月は 34万円、同年 10月及び同年 11月は 32万円、同年 12月は 38万円、13

年２月、同年４月及び同年６月から同年 11月までは 32万円、同年 12月は 38

万円、14年２月から同年 11月までは 32万円、同年 12月は 41万円、15年２

月から同年４月までは 32万円、同年６月は 38万円、同年７月は 41万円、同

年８月は 34万円、同年９月から 16年２月までは 41万円、同年３月から同年

５月までは 38万円、同年６月は 41万円、同年７月及び同年８月は 36万円、

同年９月は 41万円、同年 10月は 38万円、同年 11月は 41万円、同年 12月は

47万円、17年１月は 32万円、同年２月は 41万円、同年３月及び同年４月は

38 万円、同年５月及び同年６月は 41 万円、同年７月は 36 万円、同年８月は

38万円、同年９月は 34万円、同年 10月及び同年 11月は 38万円、同年 12月

は 36 万円、18 年１月は 32 万円、同年２月は 38 万円、同年３月は 34 万円、

同年４月は 38万円、同年５月は 36万円、同年６月及び同年７月は 38万円、

同年８月及び同年９月は 36万円、同年 10月から 19年１月までは 38万円、同

年２月及び同年３月は 36 万円、同年４月、同年６月及び同年７月は 38 万円、

同年８月は 34万円、同年９月から 20年７月までは 38万円、同年８月から同

年 12月までは 34万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、当該期間の上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義

務を履行していないと認められる。 

また、申立期間のうち、平成 21年１月１日から 23年２月１日までの期間に

ついて、標準報酬月額の決定又は改定の基礎となる 20 年４月から同年６月ま

では標準報酬月額 41 万円、21 年４月から同年６月までは標準報酬月額 38 万

円、22年４月から同年６月までは標準報酬月額 36万円に相当する報酬月額が

事業主により申立人へ支払われていたと認められることから、申立人のＡ社に

おける標準報酬月額に係る記録を 21年１月から同年８月までは 41万円、同年

９月から 22年８月までは 38万円、同年９月から 23年１月までは 36万円に訂

正することが必要である。 

   

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 



 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 47年生 

    住    所 ：  

     

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 10年２月１日から 23年２月１日まで 

私が、Ａ社に勤務していた期間のうち、平成 10 年２月１日から 23 年２

月１日までの期間の標準報酬月額が、私の所持している給与明細書と相違

しているので、調査の上、標準報酬月額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立人は、平成 10年２月１日から 23年２月１日までの期間に係る年金記

録の確認を求めているが、あっせんの根拠となる法律の適用については、特

例的に、厚生年金保険の保険料徴収権が時効により消滅した期間のうち、申

立日において保険料徴収権が時効により消滅していた期間については、厚生

年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「厚生年

金特例法」という。）を、その他の期間については、厚生年金保険法を適用

するという厚生労働省の見解が示されたことを踏まえて、当委員会では、上

記各期間において、その期間に適用される法律に基づき、記録訂正が認めら

れるかを判断することとしている。 

    申立期間のうち、平成 10年２月１日から 21年１月１日までの期間につい

ては、本件申立日において保険料徴収権が時効により消滅していた期間であ

ることから厚生年金特例法を、同年１月１日から 23 年２月１日までの期間

については、本件申立日において保険料徴収権が時効により消滅していない

期間であることから、厚生年金保険法を適用する。 

  申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているところ、

厚生年金特例法に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録

の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められ

る保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲

内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定する

こととなる。 

したがって、申立期間のうち、平成 10 年２月１日から 21 年１月１日ま

での期間については、申立人から提出のあった給与支給明細書において確認

できる厚生年金保険料控除額及び報酬月額から、当該期間の標準報酬月額に

ついては、10 年２月は 41 万円、同年４月は 38 万円、同年６月は 41 万円、

同年７月は 38万円、同年８月及び同年９月は 36万円、同年 10月は 41万円、

同年 11月は 44万円、同年 12月は 41万円、11年２月は 47万円、同年３月



 

は 38万円、同年 10月及び同年 11月は 36万円、同年 12月及び 12年２月は

38万円、同年４月は 34万円、同年 10月及び同年 11月は 32万円、同年 12

月は 38万円、13年２月、同年４月及び同年６月から同年 11月までは 32万

円、同年 12月は 38万円、14年２月から同年 11月までは 32万円、同年 12

月は 41 万円、15 年２月から同年４月までは 32 万円、同年６月は 38 万円、

同年７月は 41万円、同年８月は 34万円、同年９月から 16年２月までは 41

万円、同年３月から同年５月までは 38万円、同年６月は 41万円、同年７月

及び同年８月は 36 万円、同年９月は 41 万円、同年 10 月は 38 万円、同年

11月は 41万円、同年 12月は 47万円、17年１月は 32万円、同年２月は 41

万円、同年３月及び同年４月は 38 万円、同年５月及び同年６月は 41 万円、

同年７月は 36万円、同年８月は 38万円、同年９月は 34万円、同年 10月及

び同年 11月は 38万円、同年 12月は 36万円、18年１月は 32万円、同年２

月は 38万円、同年３月は 34万円、同年４月は 38万円、同年５月は 36万円、

同年６月及び同年７月は 38万円、同年８月及び９月は 36万円、同年 10月

から 19年１月までは 38万円、同年２月及び同年３月は 36万円、同年４月、

同年６月及び同年７月は 38万円、同年８月は 34万円、同年９月から 20年

７月までは 38万円、同年８月から同年 12 月までは 34万円とすることが妥

当である。 

    なお、当該期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、当時の事業主に照会したものの、回答が得られないため確認するこ

とができないが、給与支給明細書で確認できる標準報酬月額及び厚生年金保

険料控除額に見合う標準報酬月額とオンライン記録で確認できる標準報酬

月額が長期間にわたり一致していないことから、事業主は、給与支給明細書

等で確認できる標準報酬月額又は厚生年金保険料控除額に見合う報酬月額

を届け出ておらず、その結果、社会保険事務所（当時）は、当該標準報酬月

額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は当該期間の

厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）

を納付する義務を履行していないと認められる。 

２ 申立期間のうち、平成 21 年１月１日から 23 年２月１日までの期間に係

る標準報酬月額については、オンライン記録によると、21 年１月から同年

８月までは 30万円、同年９月から 23年１月までは 32万円と記録されてい

る。 

しかし、申立人から提出された給与支給明細書によると、標準報酬月額の

決定又は改定の基礎となる平成 20 年４月から同年６月までは標準報酬月額

41 万円、21 年４月から同年６月までは標準報酬月額 38 万円、22 年４月か

ら同年６月までは標準報酬月額 36 万円に相当する報酬月額が事業主により

申立人へ支払われていたことが確認できる。 

したがって、申立人のＡ社における標準報酬月額を平成 21 年１月から同



 

年８月までは 41 万円、同年９月から 22 年８月までは 38 万円、同年９月か

ら 23年１月までは 36万円に訂正することが必要である。 

３ 一方、申立期間のうち、平成 10年３月、同年５月、11年１月、同年４月

から同年８月まで、12 年１月、同年３月、同年５月から同年９月まで、13

年１月、同年３月、同年５月、14年１月、15年１月、同年５月、19年５月

の標準報酬月額については、申立人から提出のあった給与支払明細書を見

ると、厚生年金保険料控除額及び報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月

額のうち、いずれか低い方の額が、オンライン記録により確認できる標準

報酬月額と同額又は下回る額であることから、厚生年金特例法による保険

給付の対象に当たらないため、あっせんは行わない。 

  また、申立期間のうち、平成 11年９月の標準報酬月額については、申立

人は給与支払明細書を所持しておらず厚生年金保険料控除額等が確認でき

ないものの、申立人から提出のあった預金通帳の給与振込額を見ると、同

年 10月の給与振込額とほぼ同額であることが確認できる。 

したがって、平成 11 年 10 月の報酬月額に見合う標準報酬月額は 36 万円

であることから、同年９月の標準報酬月額も 36 万円であると推認でき、オ

ンライン記録により確認できる標準報酬月額と同額であることから、厚生年

金特例法による保険給付の対象に当たらないため、あっせんは行わない。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

兵庫国民年金 事案 2788 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成元年 12月から２年 12月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 43年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成元年 12月から２年 12月まで 

    私は、会社を退職したら国民年金に加入するものと思い、昭和 63 年９月

頃、Ａ市役所に行き、同市で発行された納付書により、銀行か郵便局で国民

年金保険料を納付した。以後、Ｂ市及びＡ市への住所変更に伴い、国民年金

の加入手続も済ませ、銀行か郵便局で納付したので、よく調べてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、Ｂ市及びＡ市への住所変更に伴い、それぞれ国民年金の加入手続

を行い、銀行か郵便局で国民年金保険料を納付していたと主張している。 

   しかしながら、平成元年度に係るＢ市の国民年金収滞納一覧表によると、申

立人は、平成元年８月頃に転居したＢ市において、国民年金の転入届を行った

ものと推認され、同年８月の国民年金保険料を２年１月 11 日に納付したこと

がオンライン記録により確認できるものの、元年９月１日付けで厚生年金保険

への加入に伴い国民年金被保険者資格を喪失しており、申立期間の保険料を納

付するためには、改めて国民年金の再加入手続が必要であるが、上記Ｂ市の収

滞納一覧表において、再加入した記録は見当たらず、同年９月から２年３月ま

での賦課状況欄に、資格喪失を示す「ソ」の記載が確認できる上、オンライン

記録においても、申立期間は国民年金に未加入の期間であることから、申立人

は、申立期間の保険料を納付できなかったものと考えられる。 

   また、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

兵庫国民年金 事案 2789 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 37年 10月から 47年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年 10月から 47年９月まで 

    昭和 37年 10 月に結婚した際、当時、Ａ県Ｂ市役所に勤務していた夫が、

私の国民年金の加入手続を行ってくれた。その後、付加年金の制度ができて

からは、付加年金にも加入した。当時は、未亡人会という団体が、国民年金

保険料の集金をしており、保険料を納付していた。申立期間の納付記録が無

いことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 37年 10月に婚姻した際、申立人の夫が国民年金の加入手続

を行ってくれ、その後、付加年金の制度ができた際に付加年金にも加入し、申

立期間の国民年金保険料については、申立人が地元の納付組織を通じて納付し

ていたと主張している。 

   しかしながら、申立人が所持する年金手帳には、「初めて被保険者となった

日 昭和 47年 10月＊日」と記載されており、Ｂ市の国民年金被保険者名簿及

び当時の国民年金被保険者台帳である特殊台帳において、申立人は、同日に任

意加入被保険者として国民年金被保険者資格を取得し、付加年金にも同年 10

月に加入していることが確認できることから、申立人は同日に国民年金の加入

手続を行ったものと推認され、申立期間は国民年金に未加入の期間であり、申

立人は、申立期間の国民年金保険料を納付できなかったものと考えられる。 

   また、申立人が申立期間に係る国民年金保険料を納付するためには、上記と

は別の国民年金手帳記号番号が払い出されていることが必要であるが、申立人

の氏名について複数の読み名で検索を行うも、申立人に対して別の同手帳記号

番号が払い出された形跡は見当たらない。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料



 

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

兵庫国民年金 事案 2790 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 36年８月から 38年１月までの期間、同年７月、同年 10月、

39年５月から 45年３月までの期間のうち 59か月間、49年７月から 51年３月

までの期間、54 年４月から 55 年６月までの期間及び 57 年４月から平成８年

９月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めること

はできない。 

   また、昭和 39 年５月から 45年３月までの期間のうち 12 か月間の国民年金

保険料については、免除されていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36年８月から 38年１月まで 

             ② 昭和 38年７月 

             ③ 昭和 38年 10月 

             ④ 昭和 39年５月から 45年３月まで 

             ⑤ 昭和 49年７月から 51年３月まで 

             ⑥ 昭和 54年４月から 55年６月まで 

             ⑦ 昭和 57年４月から平成８年９月まで 

    私の国民年金の記録も厚生年金保険の記録も全て間違っている。申立期間

④のうち、12 か月は妻が免除申請を行っているはずであり、それ以外の厚

生年金保険に加入していない期間は、国民年金保険料を納付しているはずで

ある。また、平成元年から８年までの間、納付書は一度も送られてくること

はなく、保険料を納付できなかったのは私の責任ではないはずである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間①から⑦について、このうち申立期間④の間には 12 か

月間の免除申請を行い、それ以外の期間は国民年金保険料を納付したはずであ

ると主張している。 

   しかしながら、申立期間①から④について、国民年金手帳記号番号払出簿に

よると、国民年金保険料納付の前提となる申立人の国民年金手帳記号番号は、



 

昭和 45年 10月に夫婦連番で払い出されていることが確認でき、当該払出し時

点において、申立期間①から③及び申立期間④のうち一部は既に時効により保

険料を納付することができず、申立期間④のうち 43年７月から 45年３月まで

は過年度納付が可能であるものの、当時の国民年金被保険者台帳である特殊台

帳において、当該期間の保険料を過年度納付した記録は見当たらない上、申立

期間④における国民年金保険料の申請免除は、申請のあった日に納期限が到来

していない月から適用されることとされており、上記払出し時点では、申立期

間④の期間について、免除申請は行うことはできない。 

   また、申立期間⑤及び⑥について、Ａ市の国民年金被保険者名簿において、

現年度納付が確認できず、Ｂ市Ｃ地区の国民年金被保険者名簿は現存しないも

のの、当該期間については、当時の国民年金被保険者台帳である特殊台帳にお

いても未納であることが確認できる。 

   さらに、申立期間⑦について、Ｄ市のマスターチェックリストによると、申

立期間のうち、昭和 57年４月から 63年３月までの国民年金保険料は未納と記

録されており、同年４月から平成５年６月までは不在被保険者と記録されてい

る上、同市の国民年金被保険者記録票の４年４月９日付けの記載では、申立人

の妻からの電話での会話の内容として、「年金の受給権を得ることができない

と思われるため、保険料を納めるつもりは無く、無年金者となることを了承し

ている。」旨の記録が確認できる。 

   加えて、申立期間⑦について、オンライン記録によると、平成５年７月 14

日付けでＢ市Ｅ地区へ住所異動していることが確認できるものの、同年７月か

ら８年９月までの国民年金保険料を納付した記録は見当たらない。 

   このほか、申立人及びその妻が申立期間①から⑦の国民年金保険料を納付し

又は免除されたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに

申立期間①から⑦の保険料を納付及び免除されていたことをうかがわせる周

辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付又は免除されていたものと認

めることはできない。 



 

兵庫国民年金 事案 2791 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 55年９月から 59年６月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女   

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 35年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 55年９月から 59年６月まで 

    私は昭和 55 年の春に就職したが、勤務先が厚生年金保険に加入していな

かったため、父親から国民年金に加入するよう勧められ、Ａ町役場で国民年

金の加入手続を行った。 

    ねんきん特別便では、申立期間の国民年金保険料が何年間も未納になって

いるが、加入して保険料を未払いにするのであれば、初めから国民年金に加

入しないはずである。また、当時、役場に叔父が勤めており、世間体のこと

もあって保険料を未払にするなど考えられず、督促状を受け取った記憶も無

い。詳しく調査して記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 55 年頃に国民年金の加入手続を行い、申立期間の国民年金

保険料を納付してきたと主張している。 

   しかしながら、国民年金手帳記号番号払出簿によると、国民年金保険料納付

の前提となる申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 61年 10月に払い出され

ており、申立人に係るＡ町の国民年金被保険者台帳には、同年９月 22 日に資

格取得の届出を行ったことが記録されていることから、申立人は、この日に加

入手続を行ったものと推認され、申立内容とは符合しない上、この時点では、

申立期間は既に時効により保険料を納付できない期間であり、申立人は、申立

期間の保険料を納付できなかったものと考えられる。 

   なお、申立人は、オンライン記録の国民年金保険料納付記録から、上記の国

民年金加入手続時点で、時効とならず遡って納付することが可能であった昭和

59年７月から 61年３月までの保険料を過年度納付していることが確認できる。 

   また、申立人の氏名について婚姻前の姓を含めて複数の読み名で検索を行う



 

も、上記とは別の国民年金手帳記号番号は見当たらない上、申立人が申立期間

の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は

無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も

見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

兵庫国民年金 事案 2792 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 39年５月から 48年 11 月までの期間、同年 12月から 49年７

月までの期間及び同年８月から 50 年３月までの期間の国民年金保険料につい

ては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 39年５月から 48年 11月まで 

             ② 昭和 48年 12月から 49年７月まで 

             ③ 昭和 49年８月から 50年３月まで 

    私は、昭和 49 年８月頃に妻と共にＡ市役所で国民年金の加入手続を行っ

た際、窓口の職員に国民年金保険料を遡って納付できると言われたので、10

年分ぐらいの保険料約 10万円を同市役所で納付した。 

    60 歳になった頃に市役所に何回も確認に行って調べてもらうように依頼

したが、領収書が無いということで取り合ってもらえなかった。申立期間の

保険料を遡って納付したのに、未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 49 年８月頃に夫婦の国民年金の加入手続を行い、国民年金

保険料を 20歳に達した時期まで遡って納付したと主張している。 

   しかしながら、申立期間①及び③について、国民年金保険料納付の前提とな

る申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 50年 11月に申立人及びその妻と連

番で払い出されていることがＡ市の国民年金払出簿により確認できることか

ら、申立人は、この頃に加入手続を行ったものと推認され、この時点は、第２

回特例納付実施期間（49 年１月から 50 年 12 月まで）中であり、当該期間の

保険料を特例納付及び過年度納付することは可能であったものの、申立人に係

る当時の国民年金被保険者台帳である特殊台帳において、当該期間の保険料を

特例納付及び過年度納付したとする記録は見当たらず、同市の国民年金被保険

者名簿においても、当該期間の納付記録は見当たらない。 

   また、申立期間②について、申立人が所持する年金手帳、Ａ市の国民年金被



 

保険者名簿及び特殊台帳において、申立人は、当該期間について国民年金の被

保険者資格を喪失したことが記載されており、国民年金に未加入の期間となる

ことから、申立人は、当該期間の国民年金保険料を納付できなかったものと考

えられる。 

   さらに、申立人の氏名について複数の読み名で検索を行うも、上記とは別の

国民年金手帳記号番号は見当たらない上、申立人が申立期間①、②及び③の国

民年金保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、

ほかに当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当

たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

兵庫国民年金 事案 2793 

 

第１ 委員会の結論 

      申立人の昭和59年４月から平成元年10月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２  申立の要旨等 

    １  申立人の氏名等 

        氏    名 ： 女 

        基礎年金番号 ：  

生 年 月 日       ： 昭和 34年生 

        住    所 ：  

 

    ２  申立内容の要旨 

        申 立 期 間       ： 昭和 59年４月から平成元年 10月まで 

        私たち夫婦の国民年金は、私の親に勧められたことや、結婚後の将来設計

にも関心があったため、結婚後の昭和 59 年４月頃に私がＡ市Ｂ役所で加入

手続を行い、その後、郵送されてきた納付書で夫婦二人分の国民年金保険料

を毎月、郵便局で納付していた。結婚後は欠かさず保険料を納付していたの

に、申立期間が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、婚姻後の昭和 59 年４月頃に申立人が夫婦の国民年金加入手続を

行い、申立期間の国民年金保険料について、毎月、夫婦二人分を郵便局で納付

していたと主張している。 

しかしながら、国民年金手帳記号番号払出簿によると、国民年金保険料納付

の前提となる申立人の国民年金手帳記号番号は、平成元年 11月 13日に夫婦連

番で払い出されており、前後の任意加入被保険者の資格取得日から、申立人夫

婦は、同年 10 月頃に加入手続を行ったものと推認されることから、申立内容

とは符合しない上、この時点では、申立期間のうち、昭和 62 年６月以前は既

に時効により保険料を納付できない期間であり、申立人は、当該期間の保険料

を納付できなかったものと考えられる。 

また、申立人夫婦の国民年金加入手続時点からみて、申立期間のうち、昭和

62 年７月から平成元年３月までの国民年金保険料を過年度納付し、同年４月

以降の保険料を現年度納付することが可能であったが、オンライン記録及び申

立人夫婦に係るＡ市の国民年金収滞納一覧表において、当該期間を過年度納付

及び現年度納付したとする記録は見当たらない。 

さらに、申立人の氏名について複数の読み名で検索を行うも、上記とは別の



 

国民年金手帳記号番号は見当たらず、申立人が申立期間の国民年金保険料を納

付したことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間

の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



 

兵庫国民年金 事案 2794 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 37年１月から 39年９月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住 所 ：  

   

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年１月から 39年９月まで 

    私は、夫が国民年金に加入した際、20 歳まで遡って納められるとの説明

を聞き、国民年金に加入し、夫が、夫婦一緒に私の 20 歳まで遡った保険料

を納付した。ねんきん特別便が届いたので、年金記録を確認すると、遡って

納付した年金記録が消えていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、婚姻後に国民年金の加入勧奨に来た市役所職員から 20 歳まで遡

って納付できるとの説明を受け、申立期間の国民年金保険料は、申立人の夫が、

自身の保険料と一緒に納付してくれたと主張している。 

   しかしながら、国民年金手帳記号番号払出簿によると、国民年金保険料納付

の前提となる申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 42 年５月にＡ市におい

て、夫婦連番で払い出されており、同市の被保険者名簿の検認記録欄には 39

年 10月から 41年 10 月までの欄に「41.11.17」の記載があり、同期間の保険

料を同年 11月 17日に納付していることが確認できることから、申立人は、こ

の頃に国民年金の加入手続を行ったものと推認できるところ、当該加入手続の

時点で、納付が可能な期間の保険料を過年度納付していることが確認でき、申

立期間の保険料は既に時効により納付することができない。 

   また、申立人の夫及び申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納

付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

兵庫国民年金 事案 2795 

 

第１ 委員会の結論 

      申立人の昭和59年４月から平成元年10月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２  申立の要旨等 

    １  申立人の氏名等 

        氏    名 ： 男 

        基礎年金番号 ：  

生 年 月 日       ： 昭和 29年生 

        住    所 ：  

 

    ２  申立内容の要旨 

        申 立 期 間       ： 昭和 59年４月から平成元年 10月まで 

        私たち夫婦の国民年金は、結婚後の昭和 59 年４月頃に妻がＡ市Ｂ役所で

加入手続を行い、その後、郵送されてきた納付書で、妻が夫婦二人分の国民

年金保険料を毎月、郵便局で納付していた。結婚後に欠かさず保険料を納付

していたのに、申立期間が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、婚姻後の昭和 59 年４月頃に申立人の妻が夫婦の国民年金加入手

続を行い、申立期間の国民年金保険料について、毎月、夫婦二人分を郵便局で

納付していたと主張している。 

しかしながら、国民年金手帳記号番号払出簿によると、国民年金保険料納付

の前提となる申立人の国民年金手帳記号番号は、平成元年 11月 13日に夫婦連

番で払い出されており、前後の任意加入被保険者の資格取得日から、申立人夫

婦は、同年 10 月頃に加入手続を行ったものと推認されることから、申立内容

とは符合しない上、この時点では、申立期間のうち、昭和 62 年６月以前は既

に時効により保険料を納付できない期間であり、申立人の妻は、当該期間の保

険料を納付できなかったものと考えられる。 

また、申立人夫婦の国民年金加入手続時点からみて、申立期間のうち、昭和

62 年７月から平成元年３月までの国民年金保険料を過年度納付し、同年４月

以降の保険料を現年度納付することが可能であったが、オンライン記録及び申

立人夫婦に係るＡ市の国民年金収滞納一覧表において、当該期間を過年度納付

及び現年度納付したとする記録は見当たらない。 

さらに、申立人の氏名について複数の読み名で検索を行うも、上記とは別の

国民年金手帳記号番号は見当たらず、申立人の妻及び申立人が申立期間の国民



 

年金保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、

ほかに申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当

たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

兵庫国民年金 事案 2796 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 58年４月から 60年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 35年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 58年４月から 60年３月まで 

    私は、申立期間当時、Ａ市で家業の手伝いをしていたが、昭和 60 年３月

頃、両親が、国民年金の加入手続に併せて、２年分の国民年金保険料を遡っ

て納付してくれた。しかし、年金記録を確認すると、遡って納付したはずの

記録が無く納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 60 年３月頃、申立人の両親が国民年金の加入手続を行い、

申立期間の国民年金保険料を一括で納付してくれたと主張している。 

   しかしながら、申立期間のうち、昭和58年４月から59年３月までについて、

申立人が所持する年金手帳に、「当初受付 昭和 60年３月４日」、「初めて被保

険者となった日 昭和 58 年４月１日」と記載されていることが確認できるも

のの、申立人に係るＡ市の国民年金被保険者名簿では、国民年金の資格取得日

は、59 年４月１日と記録されていることが確認できる上、オンライン記録に

よると、資格取得日の訂正は 60年４月 11日付けで行われていることが確認で

きることから、当該期間は国民年金に未加入の期間となり、国民年金保険料が

納付されていた場合、還付処理が行われることとなるが、当該期間の保険料が

還付された記録は見当たらない。 

   また、申立期間のうち、昭和 59年４月から 60年３月までについて、上記Ａ

市の国民年金被保険者名簿によると、当初受付年月日が同年３月４日と記録さ

れていることから、同日に申立人に係る国民年金の加入手続が行われたものと

推認され、同日時点においては現年度納付が可能であるが、同名簿には申立期

間直後の同年４月から同年６月までの保険料を現年度納付した記録は確認で

きるものの、59年４月から 60年３月までの保険料を現年度納付した記録は見



 

当たらず、転居後のＢ市の国民年金被保険者名簿の記録とも一致している。 

   なお、年金手帳に記載されている「初めて被保険者となった日」は、その日

が、国民年金の被保険者資格を取得した日であることを示すものであり、以降

の保険料納付の事実を示すものではない。 

   さらに、申立人の両親が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付して

いたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

兵庫国民年金 事案 2797 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 49年 10月から 62年４月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49年 10月から 62年４月まで 

    私が大学生であった 20 歳の頃、両親の国民年金保険料を集金していた集

金人から、国民年金の加入勧奨があったので、母親が私の将来のことを考え

て加入してくれた。保険料は、母親が集金人に納付してくれていたのに、申

立期間が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、20 歳の頃、申立人の母親が国民年金の加入手続を行い、申立期

間の国民年金保険料を納付してくれていたと主張している。 

   しかしながら、国民年金手帳記号番号払出簿によると、国民年金保険料納付

の前提となる申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 62 年６月にＡ町（現在

は、Ｂ市）で払い出されており、前後の第３号被保険者の加入記録から、同年

５月頃に申立人の加入手続が行われたものと推認されることから、申立内容と

は符合しない上、この時点では、申立期間のうち、60 年３月以前は既に時効

により保険料を納付できない期間であり、申立人の母親は、当該期間の保険料

を納付できなかったものと考えられる。 

   また、申立人の国民年金加入手続時点からみて、申立期間のうち、昭和 60

年４月から 62 年３月までの国民年金保険料を過年度納付し、同年４月の保険

料を現年度納付することは可能であったが、オンライン記録において、当該期

間の過年度納付記録は見当たらない上、Ａ町の国民年金被保険者台帳において

も同年４月の保険料を現年度納付した記録は見当たらず、申立人及びその母親

から遡って保険料を納付したとの主張も無い。 

   さらに、申立人の氏名について複数の読み名及び複数の漢字による検索を行



 

うも、上記とは別の国民年金手帳記号番号は見当たらない上、申立人の母親及

び申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをうかが

わせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

兵庫国民年金 事案 2798 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 59年 11月から 61年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 34年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 59年 11月から 61年３月まで 

    私は、昭和 58 年６月に会社を退職し、結婚するまでの期間は未納であっ

たが、結婚後の 59 年１月に、Ａ市役所で国民年金の加入手続を行い、国民

年金保険料を納付したのに、申立期間の納付記録が無いとされていることに

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 59 年１月に国民年金の任意加入手続を行い、資格を喪失す

ることなく、63年３月まで国民年金保険料を納付していたと主張している。 

   しかしながら、昭和 59 年６月に転居したＢ市の国民年金被保険者名簿によ

ると、申立人は、同年 11月 25日付けで資格を喪失しており、喪失理由は「３」

と記載されていることが確認できるところ、同市によると、当該理由は、本人

の申出による喪失であるとしており、申立内容とは符合しない。 

   また、当時の国民年金被保険者台帳である特殊台帳によると、申立人は昭和

59年 11月 25日付けで資格喪失と記録され、同年 11月の検印記録欄には、「喪

失申出」の押印が確認できる上、申立人が所持する年金手帳においても、被保

険者でなくなった日に同日の記載が確認でき、申立期間は、国民年金に未加入

の期間であることから、申立人は、申立期間の国民年金保険料を納付できなか

ったものと考えられる。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたこ

とをうかがわせる事情も見当たらない。  

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

兵庫国民年金 事案 2799 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成８年６月から 17年３月までのうち、連続した 24か月の国民年

金保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 48年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成８年６月から 17年３月までのうち、連続した 24

か月 

    私は、平成８年６月に会社を退職した後、金融機関に勤務していた友人に

勧められ、同年６月頃、国民年金の加入手続を行い、雇用保険の失業等給付

が終わる頃始めたアルバイトの給料が毎月入るたび、その友人に納付書と現

金を渡し、領収書を受け取っていた記憶がある。その時期は分からないが、

納付書が届いてから連続した２年間について保険料を納付していたのに、未

納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、平成８年６月頃、国民年金に加入し、時期は特定できないが、同

年６月から 17 年３月までのうち、連続した２年間について、毎月、金融機関

に勤務していた友人に国民年金保険料を渡し、領収書を受け取っていたと主張

しており、友人２名から保険料の納付に関する証言が得られると供述している。 

   しかしながら、オンライン記録によると、申立人の基礎年金番号は、平成８

年６月まで加入していた厚生年金保険の記号番号で、10 年４月７日に付番さ

れており、この頃に申立人に係る国民年金の加入手続が行われたものと推認さ

れることから、申立内容とは符合せず、当該時点まで、申立人は、国民年金に

未加入であったものと推認される。 

   また、申立期間に係る国民年金保険料の納付書は、基礎年金番号制度が発足

した平成９年１月以降に発行されているところ、この当時の保険料収納事務は

電算処理により取り扱われ、納付書は機械印字され、ＯＣＲ（光学式文字読取

機）により記録入力されることから、申立人の主張する連続した２年間につい

て、全ての納付記録が欠落するとは考え難い。 



 

   さらに、申立人の友人２名から、申立期間に係る国民年金保険料の納付につ

いて、証言者Ａは、申立人から保険料を預かり、証言者自身が勤務する金融機

関で納付していた、証言者Ｂは、申立人と上記友人とのやり取りを平成 10 年

以前に数回見たことがあるとしているものの、いずれも納付時期及び期間を特

定する供述は得られず、申立人の申立内容とも符合しない点もあるなど、申立

人が申立期間の保険料を納付していたことを裏付ける事情はうかがえない。 

   加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の国民年金保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

兵庫国民年金 事案 2800 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和37年５月から39年２月までの期間及び同年３月の国民年金保

険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 37年５月から 39年２月まで 

             ② 昭和 39年３月 

    私は、昭和 37 年５月にＡ市役所で婚姻届を提出した際、市役所の担当者

に国民年金の加入を勧められ、私が夫婦の国民年金の加入手続を行い、国民

年金保険料を納付していた。しかし、申立期間が未納とされていることに納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 37年５月に、Ａ市役所で夫婦の国民年金の加入手続を行い、

申立期間の国民年金保険料を納付していたと主張している。 

   しかしながら、申立期間①について、国民年金手帳記号番号払出簿によると、

国民年金保険料納付の前提となる申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 39

年 12 月にＢ市で夫婦連番で払い出されており、同市の国民年金被保険者名簿

及び当時の国民年金被保険者台帳である特殊台帳によると、申立人に係る国民

年金の資格取得日は、いずれも昭和39年３月16日と記録されていることから、

申立期間①は国民年金に未加入の期間であり、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付できなかったものと考えられる。 

   なお、Ａ市を管轄するＣ年金事務所が保管する国民年金手帳記号番号払出簿

を確認したが、同市において同手帳記号番号が払い出された形跡は見当たらな

い。 

   また、申立期間②について、上記手帳記号番号払出しの時点で、申立人は、

申立期間の国民年金保険料は過年度納付が可能であるものの、特殊台帳におい

て申立期間を過年度納付した記録は見当たらない上、申立人の妻についても保

険料の納付が確認できるのは昭和 39年４月からである。 



 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。  

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

兵庫国民年金 事案 2801 
 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 60年１月から 63年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 
 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 40年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 60年１月から 63年３月まで 

    申立期間当時、Ａ市内で父親が経営していた商店を手伝うため、会社を退

職した。父親は、昭和 60 年１月頃、国民年金の加入手続を行い、その店舗

兼住宅に来ていた集金人に、家族全員の国民年金保険料を納付していた。私

が 63 年５月に結婚して別世帯になるまで、申立期間の保険料を納付してく

れていたはずであるので、調査してほしい。 

    なお、私が所持する年金手帳の国民年金の記録⑴には、国民年金保険料を

納付した昭和 60年＊月＊日に国民年金に加入したと記されている。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、その父親が昭和 60 年１月頃、国民年金の加入手続を行い、申立

人の両親の分と一緒に申立期間の国民年金保険料を集金人に納付してくれて

いたと主張している。 

   しかしながら、国民年金保険料納付の前提となる申立人の国民年金手帳記号

番号は、昭和 63 年７月１日に夫婦連番で払い出されていることが国民年金手

帳記号番号払出簿により確認できることから、この頃に国民年金の加入手続が

行われたものと推認でき、申立内容とは符合しない。 

   また、申立人が国民年金に加入した上記の時点では、申立期間の一部は既に

時効により国民年金保険料を納付できない上、申立人に係るＡ市の国民年金過

年度収滞納一覧表によると、申立期間は未納を示す空欄となっていることが確

認でき、オンライン記録とも一致する。 

   なお、申立人は、申立期間の国民年金保険料を納付した根拠として、所持し

ている年金手帳の国民年金の記録⑴の「被保険者となった日」欄に昭和 60 年



 

＊月＊日と記載されていることを挙げているが、当該日は、この日が申立人の

国民年金被保険者資格の取得日を示すものであり、保険料納付の事実を示すも

のではない。 

   さらに、申立人の両親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付

していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない上、氏名を複数の読み方

で検索したが、申立人に対して別の国民年金手帳記号番号が払い出されていた

ことをうかがわせる事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

兵庫国民年金 事案 2802 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 43年７月から 45年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年７月から 45年 12月まで 

    私は、昭和 36 年４月の結婚後、３か月ごとにＡ市の自宅に来た集金人に

国民年金保険料を納付してきた。申立期間当時は、母、兄夫婦及び弟と同居

しており、誰かが必ず家に居り、集金人に納付を断った記憶も無いのに、未

納となっているのでよく調べてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の国民年金保険料について、Ａ市の自宅に来た集金人に、

３か月ごとに納付していたと主張している。 

   しかしながら、申立人に係る戸籍附票において、昭和 43年５月 28日付けで

Ｂ市に住所変更していることが確認できるが、申立人が所持する国民年金手帳

の住所欄には、Ａ市からＢ市への住所変更年月日は 48年４月１日と記載され、

当時の国民年金被保険者台帳である特殊台帳の記録とも符合することから、申

立人は、この頃に住所変更に伴う国民年金の再加入手続を行ったものと推認で

き、この時点では、申立期間の国民年金保険料は既に時効により納付できなか

ったものと考えられる。 

   また、Ａ市における申立期間当時の国民年金保険料の納付方法は、印紙検認

方式であるところ、申立人が所持する昭和 41 年４月１日付け発行の国民年金

手帳によると、申立期間である 43 年７月以降の国民年金印紙検認記録欄は空

欄であり、申立期間の保険料を現年度納付した記録は見当たらない。 

   なお、国民年金の被保険者管理は、住民基本台帳により行われることから、

Ｂ市に住所変更した申立人がＡ市の集金人に国民年金保険料を納付できなか

ったものと考えられる上、申立人は、Ｃ社会保険事務所（当時）が発行した、

申立期間直後の昭和 46年１月から 48年３月までの過年度納付書を所持し、転



 

居後５年経過した同年４月時点で遡って納付可能な当該期間の国民年金保険

料を同年６月 21日に納付していることが確認できる。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

兵庫国民年金 事案 2803 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成 11年 10月から 12年２月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 49年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 11年 10月から 12年２月まで 

    私は、｢ねんきん特別便｣を見て、申立期間が未納となっていたので、年金

記録の照会を行ったが、未納と回答された。 

    申立期間の国民年金保険料は、督促の納付書が送付されたので、その納付

書で納付しており、申立期間が未納となっている記録はおかしいので、年金

記録確認第三者委員会に申し立てた。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の国民年金保険料について、督促があったので納付した

と主張している。 

   しかしながら、申立期間は基礎年金番号が導入された平成９年１月以降の期

間であり、収納事務は電算処理により取り扱われており、国民年金保険料の納

付書は機械印字される上、ＯＣＲ（光学式文字読取機）により記録入力され、

この当時における記録管理の信頼性は高かったものと考えられることから、申

立期間全ての納付記録が漏れるとは考え難い。 

   また、申立人は、申立期間に係る国民年金保険料の納付に関する具体的な供

述は無いところ、オンライン記録によると、申立期間前後の平成 11 年９月及

び 12年３月の国民年金保険料を、時効による納期限月の 13年 10月 31日及び

14年４月 18日にそれぞれ過年度納付していることが確認できるものの、申立

期間の保険料を納付した記録は見当たらない。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

兵庫国民年金 事案 2804 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成５年 11 月から７年１月までの期間及び同年４月から同年９月

までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることはで

きない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 48年生 

    住 所 ：  

   

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成５年 11月から７年１月まで 

             ② 平成７年４月から同年９月まで 

    私は、就職に際して年金手帳が必要になり、平成８年 11 月頃に国民年金

の加入手続を行った。それまで、学生である私の国民年金は免除されている

と思い込んでいたが、強制加入であると知り、加入手続後に郵送されてきた

納付書で、数回に分けて国民年金保険料を納付した。保険料額は、合算して

40万円ほど納付しており、現在の年金記録に納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、平成８年 11 月頃、国民年金の加入手続を行い、その後、申立期

間の国民年金保険料として合計で 40万円ほどを数回に分けて、同年 11月頃か

ら９年３月までの間に納付したと主張している。 

   しかしながら、申立期間①について、国民年金保険料納付の前提となる申立

人の国民年金手帳記号番号は、申立人の保険料免除申請日から、平成８年 12

月頃に払い出されていることが確認でき、この時点において、申立期間のうち、

６年 10月以前は既に時効により保険料を納付することができず、同年 11月以

降は過年度納付が可能であるものの、オンライン記録において、申立期間を過

年度納付した記録は見当たらない上、申立人は、申立期間直後の７年２月及び

同年３月の保険料を９年３月 28 日に過年度納付していることが確認でき、こ

の時点では、申立期間は時効による納期限が経過していることから、申立人は、

申立期間の保険料を納付できなかったものと考えられる。 

   また、申立期間②について、申立人の所持する「国民年金保険料現金領収書」

によると、申立期間直後の平成７年 10 月から８年３月までの国民年金保険料



 

を９年 11月 25日に過年度納付していることが確認でき、この時点では、申立

期間は既に時効による納期限が経過していることから、申立人は、申立期間の

保険料を納付できなかったものと考えられる。 

   さらに、上記払出しの時点において、遡って納付が可能な期間（平成６年

11月から８年３月までの過年度保険料及び同年４月から同年 10月までの現年

度保険料）に係る国民年金保険料の合計額は 28万 2,000円であり、申立内容

とは符合しない。 

   加えて、申立人が申立期間①及び②の国民年金保険料を納付したことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間①及び②の保険料

を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

兵庫国民年金 事案 2805 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 59年１月から 61年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 30年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 59年１月から 61年３月まで 

    私は、昭和 56 年６月以降に国民年金の任意加入手続を行った。昭和 56

年度の国民年金保険料の納付については指定金融機関へ振り込み、57 年度

以降については夫の銀行口座からの口座振替に変更し、以後、昭和 61 年４

月１日に第３号被保険者になるまで同様に口座振替により納付していたの

で、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の国民年金保険料について、申立人の夫の銀行口座から

口座振替により納付していたと主張している。 

   しかしながら、Ａ市の国民年金収滞納一覧表によると、申立人は資格喪失申

出により、「最終資格得喪」欄には昭和 59年１月 25日と記載され、「賦課状

況」欄には同年１月からは資格喪失を示す「ソ」と記載されており、当時の国

民年金被保険者台帳である特殊台帳にも、申立人は同年１月 25 日に任意被保

険者資格を喪失し、同年１月欄には、「資格喪失」と押印されていることから、

申立期間は未加入期間であり、申立人は、申立期間の国民年金保険料を納付で

きなかったものと考えられる。 

   また、申立人が申立期間の国民年金保険料を口座振替していたとする銀行口

座の取引履歴を確認したところ、昭和 58年 12月 27日に１万 7,490円（5,830

円×３か月）の保険料の引き落としを最後に当該口座から保険料が引き落とさ

れた記録は確認できない。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたこ



 

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない上、申立人の氏名を複数の読み方で

検索したが、申立人に対して別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたこ

とをうかがわせる事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

兵庫国民年金 事案 2806 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 36年４月から 44年７月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 10年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 44年７月まで 

    私は、昭和 36 年４月頃、女性の集金人に国民年金への加入を勧められた

ため、私と夫の国民年金の加入手続を行い、その後は、その集金人が２か月

ごとに自宅へ国民年金保険料の集金に来て、私と夫の保険料を一緒に納付し

ていた。 

    申立期間については、私は、後に、外国籍であるため国民年金に加入でき

ないことを知ったが、申立期間の国民年金保険料は夫の分と一緒に集金人に

納付したはずであるので、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 36年４月頃、集金人に国民年金への加入を勧められたため、

申立人の夫と共に国民年金の加入手続を行い、申立期間の国民年金保険料を２

か月ごとに自宅で集金人に、申立人の夫の保険料と一緒に納付していたと主張

している。 

   しかしながら、国民年金保険料納付の前提となる国民年金手帳記号番号は、

申立人の夫については昭和 39 年５月頃に払い出されているのに対し、申立人

については 44 年９月に払い出されていることが国民年金手帳記号番号払出簿

により確認できることから、この頃に申立人の国民年金の加入手続が行われた

ものと推認でき、申立内容とは符合しない。 

   また、申立人は、申立期間には厚生年金保険に加入していることが確認でき

る上、申立人に係る国民年金被保険者台帳（特殊台帳）及びＡ市の国民年金被

保険者名簿ではいずれも、申立人の国民年金被保険者資格取得日は昭和 44 年

８月 20日（後に、同年８月 21日に訂正）と記載されていることが確認できる

ことから、申立期間は国民年金に未加入の期間であり、申立人が申立期間の国



 

民年金保険料を納付していたとは考え難い。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない上、申立人の氏名を複数の読み

方で検索したが、申立人に対して別の国民年金手帳記号番号が払い出された形

跡は見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

兵庫国民年金 事案 2807 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 63 年３月から平成４年８月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 63年３月から平成４年８月まで 

    私は、昭和 63 年３月、開業したのを契機に、母が町役場で国民年金の加

入手続を行い、町役場又は金融機関で年間の国民年金保険料をまとめて納付

してくれていたと聞いており、申立期間が未納とされていることに納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 63 年３月、申立人の母親が国民年金の加入手続を行い、申

立期間の国民年金保険料を納付してくれていたと主張している。 

   しかしながら、国民年金手帳記号番号払出簿によると、国民年金保険料納付

の前提となる申立人の国民年金手帳記号番号は、平成６年 10 月に払い出され

ていることが確認できる上、Ａ市の国民年金被保険者名簿によると、昭和 63

年３月１日付け国民年金の資格取得届が平成６年 10 月６日に受付されている

ことが確認できることから、同日に申立人に係る国民年金の加入手続が行われ

たものと推認され、申立内容とは符合しない。 

   また、申立人は、上記加入手続の時点で、時効期限内で納付が可能な申立期

間直後の平成４年９月から６年３月までの国民年金保険料について、加入手続

日翌日の同年 10 月７日に過年度納付していることがオンライン記録により確

認できるものの、申立人の母親は、国民年金の加入手続時点において、既に時

効により納期限が経過した申立期間の保険料を納付できなかったものと考え

られる。 

   さらに、申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付して

いたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す



 

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

兵庫国民年金 事案 2808 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成４年９月から５年４月までの国民年金保険料については、納付

していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 46年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年９月から５年４月まで 

    私は、いつの時期か記憶は無いが、母とＡ市役所に行き、国民年金の加入

手続を行い、同市役所の窓口で国民年金保険料を遡って一括納付した。納付

した保険料は、合計 30 万円ぐらいだったと思う。しかし、年金記録を見る

と、未納とされており納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、いつの時期か記憶は無いが、Ａ市役所で国民年金の加入手続を行

い、同市役所の窓口で国民年金保険料を遡って一括して納付し、その保険料額

は 30万円ぐらいであったと主張している。 

   しかしながら、国民年金手帳記号番号払出簿よると、国民年金保険料納付の

前提となる申立人の国民年金手帳記号番号は、平成７年４月に払い出されてい

ることが確認でき、当該時点で、申立期間のうち一部は既に時効により保険料

を納付することができず、５年３月及び同年４月は過年度納付が可能であるも

のの、オンライン記録において、当該期間を過年度納付した記録は見当たらな

い。 

   また、申立人は、平成５年５月から７年５月までの国民年金保険料を納付し

たことを示す領収書を所持しているとしており、当該期間のうち、５年５月か

ら６年３月までの期間の保険料を７年６月に金融機関で納付し、６年４月から

７年６月までの期間の保険料を同年４月に納付していると供述しているとこ

ろ、当該期間の保険料の合計額は 28万 3,800円となり、申立人が供述する納

付額とおおむね一致する上、申立人が金融機関で保険料を納付した同年６月時

点では、申立期間は全て時効により納付できない。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料



 

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたこ

とをうかがわせる事情も見当たらない。  

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

兵庫国民年金 事案 2809 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 38年９月から 51年５月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住 所 ：  

  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38年９月から 51年５月まで 

    私は、結婚後の昭和 38 年頃、国民年金の加入手続を行い、集金人に国民

年金保険料を納付してきた。しかし、年金記録を確認すると、申立期間の納

付記録が無いとされており納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、加入手続についての具体的な記憶はないものの、婚姻後の昭和

38 年頃、国民年金の加入手続を行い、申立期間の国民年金保険料を集金人に

納付していたと主張している。 

   しかしながら、国民年金手帳記号番号払出簿によると、国民年金保険料納付

の前提となる申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 51 年６月に払い出され

ていることから、この頃に申立人に係る国民年金の加入手続が行われたものと

推認され、申立内容とは符合せず、Ａ市の国民年金被保険者名簿及び当時の国

民年金被保険者台帳である特殊台帳によると、申立人は、同年６月 21 日付け

で任意加入により資格を取得していることが確認でき、申立期間は国民年金に

未加入の期間であることから、申立人は、申立期間の保険料を納付できなかっ

たものと考えられる。 

   また、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付するためには、昭和 38 年

９月頃に国民年金手帳記号番号が払い出されていることが必要であるが、国民

年金手帳記号番号払出簿検索システムにおいて、婚姻前の姓を含めてＢ県及び

Ｃ県内で検索したが、上記とは別の同手帳記号番号が払い出された形跡は見当

たらない。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。  



 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

兵庫国民年金 事案 2810 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 51年４月から 60年２月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女  

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 31年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51年４月から 60年２月まで 

    私は、20歳になった昭和 51年＊月頃、母と祖母から国民年金に加入する

よう勧められたので、Ａ市役所で自身が国民年金の加入手続を行い、毎月ア

ルバイト収入から、国民年金保険料を納付しており、結婚する 59 年５月ま

ではＡ市役所の窓口で納めた記憶はあるのに、未納とされていることに納得

できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 51 年＊月頃、Ａ市役所で国民年金の加入手続を行い、申立

期間の国民年金保険料を納付していたと主張している。 

   しかしながら、Ｂ市の国民年金収滞納一覧表及び当時の国民年金被保険者台

帳である特殊台帳のいずれにおいても、申立人は、昭和 60年３月 23日付けで

任意加入により資格取得したことが確認できるものの、申立期間に係る資格記

録は見当たらない上、申立人が所持する年金手帳（国民年金手帳記号番号＊）

の資格取得日にも、同日の記載が確認できることから、申立期間は国民年金に

未加入の期間であり、申立人は、申立期間の国民年金保険料を納付できなかっ

たものと考えられる。 

   また、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付するためには、昭和 51 年

４月頃に国民年金手帳記号番号が払い出されていることが必要であるが、国民

年金手帳記号番号払出簿検索システムにおいて、申立人の婚姻前の姓を含む氏

名をＣ県内で検索したが、上記とは別の同手帳記号番号が払い出された形跡は

見当たらない。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 



 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

兵庫国民年金 事案 2811（事案 2298の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 36年４月から 40年３月まで（昭和 39年度のうち、６か月は

納付済み。）の国民年金保険料については、納付していたものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 40年３月まで（昭和 39年度のう

ち、６か月は納付済み。） 

    前回の申立てに対して、加入時期を昭和 41年 11月 17日と推認する通知

を受けたが、当該時点ではＡ市Ｂ町に居住していないことから、市役所の担

当者が勧奨に来ることはできず、この勧奨時期は私が主張するように 40 年

１月から同年３月頃である。 

    昭和 41 年当時には、住居に係る調停を行っており、相続に係る調停調書

を提出するので、行政の側も国民年金の加入時期を明示できないのであるか

ら、加入から３年間遡って納付したことを認めてほしいので、再申立てを行

う。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   前回、申立期間に係る申立てについては、ⅰ) 国民年金手帳記号番号払出簿

によると、申立人の国民年金手帳記号番号は夫婦連番で払い出され、申立人の

妻のＡ市の被保険者名簿によると、申立人の妻の最初の納付が、昭和 41年 11

月 17 日に納付していることが確認できることから、この頃、申立人に係る国

民年金の加入手続が行われたものと推認され、申立人が主張する加入時期と相

違していること、ⅱ)上記加入手続を行った時点では、時効のため申立期間の

国民年金保険料を納付することができないこと、ⅲ)申立人が納付したとする

39 年当時は、特例納付の実施期間ではなく、法制度上、納付日から３年間遡

って納付することはでなかった期間であることなどとして、既に当委員会の決

定に基づく平成23年４月18日付け年金記録の訂正は必要ないとする通知が行

われている。 



 

   今回、申立人は、前回の決定に納得できないとして、相続に係る調停調書を

提出して再申立てしているが、当該資料では、申立人が主張する国民年金の加

入時期を裏付ける資料と認めるのは困難であり、委員会の当初の決定を変更す

べき新たな資料とは認められず、ほかに当委員会の決定を変更すべき新たな事

情も見当たらないことから、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したも

のと認めることはできない。 



 

兵庫国民年金 事案 2812 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 58年７月から 59年１月までの期間及び同年８月から 61年３

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 58年７月から 59年１月まで 

             ② 昭和 59年８月から 61年３月まで 

    私は、昭和 51 年９月に国民年金に加入して以降、資格喪失及び再加入の

手続をした記憶は無く、国民年金保険料を納付していたのに、未加入とされ

ていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間①及び②について、国民年金の資格喪失及び再加入の手

続を行った記憶は無く、申立期間の国民年金保険料を納付していたと主張して

いる。 

   しかしながら、当時の国民年金被保険者台帳である特殊台帳によると、申立

期間に係る国民年金の資格記録が記載されており、同台帳の検認記録欄には、

昭和 58年７月及び 59年８月に「資格喪失」、同年１月には「今月迄不要」と

押印されていることが確認できる上、申立人が所持する年金手帳の国民年金の

記録⑴にも、同様の資格記録が記載されていることから、申立期間①及び②は

国民年金に未加入の期間であり、申立人は、当該期間の保険料を納付できなか

ったものと考えられる。 

   また、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

兵庫厚生年金 事案 4444 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間①及び②について、その主張する標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはでき

ない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 38年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成２年２月１日から９年１月１日まで 

             ② 平成９年１月１日から 12年 12月１日まで  

    私は、Ａ社、Ｂ社を経営し、各事業所において月収は 100 万円以上あり、

納税もきちんと行ってきたにもかかわらず、年金事務所に記録されている標

準報酬月額が実際の給与額と全く異なっているので、調査をお願いしたい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間①及び②について、「月収は 100万円以上あった。」と主

張しているところ、オンライン記録によれば、申立期間①のうち、平成２年

10月から５年 10月までの標準報酬月額については、当時の標準報酬等級表の

最高額の標準報酬月額であることが確認できる。 

 また、申立事業所は、いずれも厚生年金保険の適用事業所ではなくなってお

り、申立人の申立期間①及び②に係る賃金台帳等を確認することができない上、

申立人も給与明細書等を保管していないことから、申立人の当該期間における

報酬月額及び保険料控除額を確認することができない。 

 さらに、Ａ社及びＢ社に係る商業登記簿謄本によると、申立人は、申立期間

①及び②のほぼ全ての期間において、代表取締役であったことが確認できる。 

 これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が申立期間①及び②について、その主張する標準報酬月額に相当する厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

なお、当委員会では、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に

関する法律（以下「特例法」という。）に基づき記録訂正が認められるかを判



 

断しているところであるが、特例法第１条第１項ただし書では、特例対象者（申

立人）が、当該事業主が厚生年金保険の保険料納付義務を履行していないこと

を知り、又は知り得る状態であったと認められる場合については、記録訂正の

対象とすることはできない旨規定されている。  

 したがって、仮に申立期間について、申立人が主張する標準報酬月額に基づ

く厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることがで

きたとしても、商業登記簿謄本により、申立人は、申立期間において申立事業

所の代表取締役であったことが確認できることから、上記のとおり特例法第１

条第１項ただし書に規定される「保険料納付義務を履行していないことを知り、

又は知り得る状態であったと認められる場合」に該当すると認められることか

ら、申立期間に係る標準報酬月額については、同法に基づく記録訂正の対象と

することはできない。 

 



 

兵庫厚生年金 事案 4445 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間①及び③について、その主張する標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはでき

ない。 

また、申立期間②について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 39年８月 21日から 40年５月 16日まで 

      ② 昭和 62年５月 26日から同年６月３日まで 

      ③ 平成７年６月１日から同年９月 21日まで 

    私は、Ａ社では経験者としてＢ装置を操作し、残業、休日出勤を繰り返し

ており、毎月５万円以上の収入があったが、標準報酬月額は２万 2,000円の

ままで、随時改定が行われていない（申立期間①）。 

    また、Ｃ社については、引継ぎ等により昭和 62 年６月２日まで勤務して

おり、同年５月分の給与から保険料も控除されていたが、給与の締め日の翌

日（同年５月 26日）を被保険者資格の喪失日とされている（申立期間②）。 

    さらに、Ｄ社では、給与明細書を所持しており、別途支給であった通勤手

当を除く基本給及び諸手当の支給額は 34 万円であり、標準報酬月額も 34

万円、通勤手当を加えると 36万円となるはずであるが、国の記録は 32万円

となっている（申立期間③）。 

    調査の上、これらの記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、Ａ社が保管する「厚生年金保険被保険者資格取得

確認及び標準報酬月額決定通知書」及び「厚生年金保険被保険者資格喪失確

認通知書」の控えによると、申立人の標準報酬月額は２万 2,000円として社

会保険事務所（当時）に届け出されていることが確認できる上、同社が保管

する厚生年金保険被保険者台帳（保険料納付のための資料）においても、当



 

該期間に係る申立人の標準報酬月額は２万 2,000円と記載されており、当該

台帳に記載されている保険料の額は標準報酬月額２万 2,000 円に相当する

額であることが確認できる。 

また、申立人のＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票（以下「被

保険者原票」という。）によると、当該期間における標準報酬月額は２万

2,000円であることが確認でき、オンライン記録と一致している上、遡って

訂正されている等の不自然な点は見当たらない。 

このほか、申立期間①について、申立人の主張する標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

２ 申立期間②については、申立人は、「昭和 62 年６月２日まで勤務してお

り、同年５月分の給与から保険料も控除されていた。」と主張している。 

しかしながら、Ｃ社は既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっている

上、申立期間②当時の事業主の所在も不明であることから、申立人の当該期

間における勤務実態及び厚生年金保険料の控除等について確認することが

できない。 

また、Ｃ社に係る厚生年金保険被保険者記録を有し、昭和 58 年６月 29

日から 62年 11月８日までに被保険者資格を喪失している元従業員 56人の

被保険者原票を確認したところ、そのうちの 35 人が申立人と同様に、同社

の給与締め日の翌日である 26 日付けで被保険者資格を喪失していることが

確認できる。 

さらに、申立人のＣ社に係る被保険者原票によると、昭和 62 年５月 26

日に厚生年金保険の被保険者資格を喪失したことが確認でき、オンライン記

録と一致している上、遡って訂正されている等の不自然な点は見当たらない。 

加えて、申立人の雇用保険被保険者記録によると、Ｃ社に係る離職日は昭

和 62年５月 25日であることが確認でき、オンライン記録と一致する。 

このほか、申立人が申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらな

い。 

３ 申立期間③については、オンライン記録によると、申立人が平成７年６月

１日にＤ社に係る厚生年金保険の被保険者資格を取得した際の標準報酬月

額は 26 万円と一旦記録され、同年８月 24 日付けで同資格取得時に遡って

32 万円に訂正されていることが確認できるところ、同社が保管する賃金台

帳及び源泉徴収簿並びに申立人が所持する給与明細書（ただし、交通手当は

別途支給であったため、給与明細書には記載されていない。）によると、厚

生年金保険料として、平成７年６月及び同年７月は標準報酬月額 26 万円に

相当する額、同年８月は標準報酬月額 32 万円に相当する額がそれぞれ給与

から控除されていることが確認できる。 



 

また、申立人の申立期間③に係るＥ厚生年金基金の記録（当該記録は企業

年金連合会に移管済み。）はオンライン記録と一致している。 

このほか、申立期間③について、申立人の主張する標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

４ これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間①及び③について、その主張する標準報酬月額に基

づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めること

はできない。 

また、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間②に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 4446 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： ① 昭和 22年６月８日から 23年４月１日まで  

② 昭和 27年 11月１日から 28年３月 30日まで 

③ 昭和 28年８月 28日から 32年６月７日まで 

私は、申立期間について脱退手当金が支給済みとなっていることを今回初

めて知ったが、受給した記憶は無いので、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の厚生年金保険被保険者台帳には、脱退手当金の支給を示す「給付種

類 脱退手当金」、「資格期間 60」、「支給金額 7,050円」、「支給年月

日 32.８.３」等と記載されている上、申立期間の脱退手当金は、申立期間①、

②及び③の被保険者期間を通算して算出され、支給月数及び支給額に誤りは無

く、申立期間③に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約２か月後の昭和

32 年８月３日に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうか

がえない。 

また、申立期間の脱退手当金が支給された当時は、20 年以上の厚生年金保

険被保険者期間が無ければ老齢年金を受給できない通算年金制度創設前であ

ることを踏まえると、申立人が脱退手当金を受給することに不自然さはうかが

えず、ほかに脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たら

ない。 

なお、申立人には記録上、申立期間①及び②の間に未請求となっている厚生

年金保険被保険者期間があるが、当該被保険者期間は上記の厚生年金保険被保

険者台帳に記載されていなかったため、当時、請求者からの申出が無ければ、

当該被保険者期間を把握することが困難であったことを踏まえると、未請求期

間があることに不自然さはうかがえない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 4447 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： ① 昭和 42年３月 16日から 43年８月１日まで  

② 昭和 43年９月 20日から 46年 12月 21日まで 

昭和47年６月16日に脱退手当金が支給されたことになっているが、私は、

脱退手当金を請求したことも、受け取った記憶も無いので、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立期間に係る脱退手当金裁定請求書には「47.３．31 受付 Ａ社会保険

事務所」、「47.４．27 受付 Ａ社会保険事務所」、「47.６.16 支払済」

の押印が確認できる上、脱退手当金計算書に記載されている支給月数及び支給

額は申立期間から算出される支給月数及び支給額に一致する。 

また、申立期間②に係る厚生年金保険被保険者原票には、脱退手当金の支給

を意味する「脱」の押印が確認できる上、申立期間②係る厚生年金保険被保険

者資格喪失日から約６か月後の昭和47年６月16日に支給決定されているなど、

一連の事務処理に不自然さはうかがえず、ほかに脱退手当金を受給していない

ことをうかがわせる事情も見当たらない。 

なお、申立人には記録上、未請求となっている申立期間前の厚生年金保険被

保険者期間（２期間）があるが、申立期間とは別の厚生年金保険被保険者台帳

記号番号となっており、当時、請求者からの申出が無ければ、別の記号番号で

管理されていた被保険者期間を把握することが困難であったことを踏まえる

と、未支給期間があることに不自然さはうかがえない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 4448 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者であったと認めること

はできない。 

   

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

   

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16年７月２日 

私は、平成９年４月１日から 16年４月 30日まではＡ社（現在は、Ｂ社）、

同年５月１日から 23 年３月 31 日まではＣ社（現在は、Ｄ社）において、

それぞれ勤務していたが、日本年金機構には、16 年７月分支払賞与につい

て記録が無い。同年５月当時、当該賞与の引当金（15 年 10 月分から 16 年

３月分まで）をＡ社が積み立てていたことから、当該賞与は同社から支払

われることとなっていた。 

私は、当時の給与支給明細書などを所持しており、当該賞与額は 155 万

5,000 円、厚生年金保険料控除額は 10 万 1,850 円と記載されている。申立

期間の標準賞与額の記録を訂正してほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された平成 16 年７月分賞与に係るＡ社発行の給与支給明細

書等により、申立人は申立期間において、同社から賞与として 155 万 5,000

円が支払われ、厚生年金保険料として 10 万 1,850 円が当該賞与から控除され

ていることが推認できる。 

しかしながら、雇用保険被保険者記録、Ｅ健康保険組合及びＦ社の回答から、

申立期間の賞与が申立人に支給された時期は、申立人がＡ社における厚生年金

保険被保険者資格を喪失した平成 16 年５月１日より後の同年７月２日である

ことが確認できる。 

また、厚生年金保険の被保険者期間については、厚生年金保険法第 19 条第

１項の規定により、「被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、

被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに

算入する。」とされており、保険料については、同法第 81条第２項の規定によ



 

り、「保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するもの

とする。」とされていることから、申立人のＡ社における資格喪失月以降の月

を、同社の被保険者期間に算入することはできない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人は、申立期間について厚生年金保険の被保険者であったと認めることは

できない。 

 



 

兵庫厚生年金 事案 4449 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 27年 12月 31日から 28年 12月 31日まで 

私は、昭和 26 年６月１日から 28 年 12 月 31 日まで、Ａ社に継続して勤

務していたにもかかわらず、申立期間の厚生年金保険被保険者記録が無く納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  申立人は、「昭和 26年６月１日から 28 年 12月 31日まで、Ａ社に継続して

勤務していた。」と主張しているところ、複数の元従業員が「申立人と一緒に

勤務したが、具体的な期間までは覚えていない。」と証言している上、申立期

間において、同社に係る厚生年金保険の被保険者資格を取得した元従業員は、

「申立人のことを覚えていない。」と証言していることから、申立人の勤務期

間を特定することができない。 

また、Ａ社は既に解散しており、申立期間当時の事業主も連絡先が確認でき

ないことから、申立人の申立期間における勤務実態及び厚生年金保険の加入状

況を確認することができない。 

  さらに、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿（以下「被保険者名

簿」という。）及び申立人の厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）によると、

申立人の同社における被保険者資格取得日は昭和 26 年６月１日、同資格喪失

日は 27年 12 月 31日と記載されており、遡及して訂正されている等の不自然

な点は見当たらず、オンライン記録とも一致する上、当該名簿の備考欄には健

康保険証の返却を意味する「返」の記載が確認できる。 

  加えて、上記被保険者名簿の申立人に係る「標準報酬等級並ニ適用年月日」

欄に標準報酬の改正に伴う昭和 28年 11月の等級変更の記載が見当たらない。 

  このほか、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

 



 

控除されていたことを示す関連資料は無く、ほかに申立人が申立期間に係る厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことをうかがわせる周

辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 4450 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 36年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 60年２月 28日から同年３月１日まで 

私は、昭和 57 年４月１日に、Ａ社に入社し、60 年２月 28 日までの間、

継続して勤務していたにもかかわらず、申立期間に係る厚生年金保険被保険

者記録が無いことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出のあったＡ社から申立人に退職後に提供された資料及び申

立人に係る雇用保険の被保険者記録から判断すると、申立人は申立期間に同社

に在籍していたことが確認できる。 

しかしながら、Ａ社は、「申立人に係る申立期間当時の賃金台帳等の資料が

残っていないので確認できないが、厚生年金保険被保険者資格喪失日が昭和

60年２月 28日だとすると、資格喪失日を月末にすることで、申立人の保険料

負担を無くすという考えがあったのではないか。なお、この取扱いは従業員の

了解を取っていたかどうかは当時の担当者がいないので分からない。」旨回答

しており、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料控除の状況等を確認するこ

とができない。 

また、申立人のＡ社に係る厚生年金保険被保険者原票（以下「被保険者原票」

という。）において、申立人の健康保険番号の前後の 50 人及び申立人と同様

昭和 60年２月 28日に被保険者資格を喪失した元従業員一人について、資格喪

失日を見ると、そのうち 19 人が月末に資格を喪失していることが確認できる

ところ、当該 19 人について、雇用保険の離職日と厚生年金保険の資格喪失日

を見ると、そのうち 18 人が離職日及び資格喪失日とも月末で一致しているこ

とが確認できる上（残る一人は、離職日は 59年９月 29日、資格喪失日は同年

同月 30日）、当該 18 人のうち住所の判明した 15人に照会したところ、５人



 

から回答があり、そのうち４人は、「月末まで勤務していた。」（残る一人は、

月末まで勤務したかどうか覚えていない。）と供述していることから、同社で

は、申立期間当時、月末まで在職していても、厚生年金保険の資格喪失日を翌

月１日とせず、雇用保険の離職日と同様月末にする取扱いであったことがうか

がえる。 

さらに、申立人に係る被保険者原票によると、申立人の被保険者資格喪失日

は昭和 60年２月 28日である上、申立人に係るＢ健康保険組合及びＣ厚生年金

基金の資格喪失日もそれぞれ同年同月同日であることが確認でき、オンライン

記録と一致している。 

このほか、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを示す関連資料は無く、ほかに申立人が申立期間に係る厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことをうかがわせる周

辺事情も見当たらない。 

これらを総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立

期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認める

ことはできない。



 

兵庫厚生年金 事案 4451 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

    氏 名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正２年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 20年４月１日から 21年６月１日まで 

私の夫が所持していたＡ社（現在は、Ｂ社）の社員必携によれば、申立期

間においてもＡ社から夫へ給与が支払われていた記録が確認できるので厚

生年金保険の記録を確認してほしい。 

（注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求めて

行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の妻は、「申立人の所持していたＡ社の社員必携によれば、申立期間

においても同社から申立人へ給与が支払われていた記録が確認できる。」と主

張しているところ、提出された同社の申立人に係る社員必携から、申立期間に

おいて、同社から申立人に対して給与が支給されていたことがうかがえる。 

しかしながら、Ｂ社は、「当時の資料等は保管しておらず、申立期間の状況

は不明である。」と回答していることから、申立人の申立期間における厚生年

金保険料の控除等を確認することができない。 

また、申立人が申立期間前において、厚生年金保険被保険者記録を有するＣ

社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿（以下「被保険者名簿」という。）

によると、昭和 20年４月 30日に申立人を含む 44人が同被保険者資格を喪失

していることが確認できるところ、そのうちＡ社において同資格を再取得した

記録の確認できる申立人を除く８人について、申立人と同様に被保険者期間の

欠落がみられることから、同社は、複数の従業員について一時期、厚生年金保

険の被保険者資格を取得させていなかったことがうかがえる。 

さらに、当該８人は、既に死亡又は連絡先が不明であり、申立人の申立期間

における厚生年金保険の加入状況について証言を得ることができない。 



 

加えて、申立人のＡ社に係る厚生年金保険被保険者台帳索引票における「最

初ノ資格取得年月日」及び同社に係る被保険者名簿によると、申立人の同社に

おける被保険者資格の取得日は、いずれも昭和 21 年６月１日と記載されてい

ることが確認でき、オンライン記録とも一致している上、同社に係る被保険者

名簿の申立人が被保険者資格を取得した記載の確認できるページの前 460 ペ

ージ（19 年６月１日資格取得者の記載されたページまで）を確認しても申立

人の氏名は確認できない。 

このほか、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを示す関連資料は無く、ほかに申立人が申立期間に係る厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことをうかがわせる周

辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 4452 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 平成 11年３月１日から同年６月 29日まで 

私は、Ａ社で勤務していた期間のうち、平成 11年３月から同社が休業す

る同年６月までの期間について、給与の減額は無く、同社の経理関係事務担

当者として、社会保険事務所（当時）に標準報酬月額の変更届を提出した記

憶も無いのに、当該期間の標準報酬月額が引き下げられていることに納得で

きない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録により、申立期間の標準報酬月額については、当初、20 万

円と記録されていたところ、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所ではなくなった

後の平成 11年７月７日付けで、遡って 15万円に引き下げられていることが確

認できる。  

しかしながら、Ａ社に係る商業登記簿から、申立期間当時、申立人が同社の

取締役であったことが確認できる。 

また、申立人は、「私は、当時のＡ社における経理関係事務を取り仕切って

いた。」と主張している上、申立人の夫である同社の代表取締役は、「申立人

は、当社の経理担当者であり、厚生年金保険に関する事務を行っていた。」と

供述していることから、申立人は自らに係る申立期間の標準報酬月額の変更処

理に関与していなかったとは考え難い。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、事業所における厚生年金保

険に関する事務を担当する役員として、自らの標準報酬月額に係る記録訂正処

理の無効を主張することは信義則上許されず、申立期間における標準報酬月額

に係る記録の訂正を認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 4453（事案 2040の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 45年４月１日から 47年６月３日まで 

私は、昭和 44年８月 25日から 52年４月１日までの間、Ａ社で非常勤社

員として継続して勤務していたにもかかわらず、平成 22年８月 30 日付けで

第三者委員会から申立期間の厚生年金保険被保険者記録を認めることがで

きないとの通知を受け取った。 

新たな資料は無いが、もう一度調査をお願いしたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間の申立てについては、ⅰ）申立人の勤務実態及び厚生年金保険の

加入状況を確認することができないこと、ⅱ）オンライン記録によると、申

立期間においてＡ社で厚生年金保険被保険者資格を有している者はいないこ

とが確認できる上、昭和 45年５月か６月頃から同局に臨時社員として勤務し

たとする元社員は、厚生年金保険被保険者資格取得日が 47年６月３日となっ

ていることについて、「最初は臨時社員であったので、厚生年金保険に加入し

ていなかったと思う。」と証言しており、申立人以外にも、勤務実態がありな

がら、厚生年金保険に加入していない者がいること、ⅲ）45 年４月１日に厚

生年金保険被保険者資格を喪失した後の同年同月 13日付けで健康保険証を返

納したことを示す「証返」が記載されていることが確認できる上、申立人が

同社において、最初に被保険者資格を取得した際の厚生年金保険被保険者台

帳記号番号とは異なる記号番号により 47年６月３日に再度同資格を取得して

いることなどから、既に当委員会の決定に基づき、平成 22 年８月 30 日付け

で年金記録の訂正の必要はないとして通知が行われている。 

今回の再申立てに当たり、申立人は、「新たな資料は無いが、社員名簿及び

元社員の在籍の証言等があるにもかかわらず、私の在籍中に勤務を開始した非



 

常勤社員の供述をもって結論を出したことに納得できないので、もう一度調査

してほしい。」と主張している。 

しかしながら、Ａ社は、「詳細は当時の資料が無く不明であるが、非常勤社

員に係る社会保険の取扱いが昭和 45年４月１日から変更になっている。」と回

答している。 

また、当時の元社員の一人は、「申立人は、非常勤社員として在籍していた

が、昭和 45 年４月から予算の担当が変更となり、また、予算的に厳しい状況

だったため、非常勤社員を社会保険に加入させない取扱いとした。しかし、そ

の後、社会保険事務所（当時）からの指導により、２年後の 47 年６月に再度

加入させることとしたと記憶している。」、他の元社員一人も、「申立人を記

憶しているが、当時は、予算の捻出が厳しく、非常勤社員の雇用を続けるため

に、社会保険に加入させる必要の無い雇用契約に切り替えたと記憶している。」

とそれぞれ証言している。 

さらに、オンライン記録によると、Ａ社において、非常勤社員で厚生年金保

険被保険者資格を有する８人全員が、昭和 45 年４月１日に同資格を喪失して

おり、47年６月３日に申立人を含め４人が被保険者資格を取得するまでの間、

非常勤社員の被保険者は一人も確認できない上、同年同月同日に資格を取得し

た元同僚の二人（一人は再調査）は、「私は、45 年５月又は同年６月頃から

勤務しているが、勤務と同時に厚生年金保険には加入していなかった。」、「47

年４月から勤務したと思うが、勤務と同時に厚生年金保険には加入していなか

った。」とそれぞれ証言していることから、申立人の主張は、当委員会の当初

の決定を変更するべき新たな事情とは認められない。 

さらに、申立期間について、当委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情

は見当たらない。 

これらを総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立

期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認める

ことはできない。 

 

 



 

兵庫厚生年金 事案 4454（事案 1572、3152の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 25年 12月１日から 26年８月１日まで 

私は、昭和 23年９月１日にＡ社に入社した後、私が事業を引き継いで平

成 10 年６月に廃業するまで継続して勤務したが、Ａ社からＢ社に社名変更

した際の申立期間の厚生年金保険被保険者期間が欠落していることについ

て、22年３月 29日及び 23年４月 11日付けで申立期間について厚生年金保

険料を事業主より給与から控除されていたと認めることはできないとの通

知を受けたが、納得できない。 

今回、新たに見付かった資料は無いが、仕事もせずに遊んでおられる時代

ではなかった。当時、弟は小学生ではあったが記憶があるはずであるので、

弟に聞くなど再調査の上、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る前々回の申立てについては、ⅰ）Ｂ社は既に適用事業所でな

くなっている上、当時の事業主も亡くなっているため、申立人の勤務実態及び

厚生年金保険の加入状況について確認することができないこと、ⅱ）Ａ社及び

Ｂ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、申立人と同様に昭和

25 年 12 月１日にＡ社の被保険者資格を喪失した元従業員は申立人を含め 46

人確認でき、そのうち 30 人が、Ｂ社が厚生年金保険の新規適用事業所となっ

た同年 12 月１日に被保険者資格を取得していることが確認できるが、申立人

は、Ａ社の被保険者資格を喪失後、26 年８月１日に被保険者資格を取得して

いることが確認できること、ⅲ）Ｂ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名

簿によると、同社が厚生年金保険の新規適用事業所となった昭和 25年 12月１

日から、申立人が被保険者資格を取得した 26 年８月１日までの間に、申立人

の氏名は確認できない上、健康保険の番号に欠番は無く、同名簿に不自然な点



 

は見当たらないことなどから、既に当委員会の決定に基づき、平成 22 年３月

29日付けで年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

また、前回の再申立てについては、申立人が、当時、Ｃ国軍から入手した資

料からは申立人の申立期間における勤務実態及び申立期間に係る厚生年金保

険料が事業主により控除されていたことを確認することはできないことから、

既に当委員会の決定に基づき、平成 23年４月 11日付けで年金記録の訂正は必

要でないとする通知が行われている。 

今回、申立人の再々申立内容は、前々回及び前回の申立内容と同様である上、

申立人が当時の事情を知っているはずであるとする申立人の弟については、申

立人自身で確認したところ、記憶は無いとしているとするなど、当委員会の当

初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、申立人が厚生年金

保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたと認めることはできない。 

 



 

兵庫厚生年金 事案 4455 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 31年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 52年３月 15日から 53年３月 15日まで 

    私は、昭和 52年３月 15日にＡ社に入社したが、厚生年金保険の被保険者

資格取得日は 53年３月 15日とされており、申立期間が空白となっているの

で、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  申立人は、「Ａ社に昭和 52年３月 15日に入社したが、厚生年金保険の被保

険者資格取得日は 53年３月 15日となっている。」と主張している。 

しかしながら、Ｂ社（Ａ社の福利厚生管理会社）は、「当時の資料が保管さ

れていないため、申立人の申立てどおりの届出及び申立期間に係る保険料を納

付したかについては、不明である。」と回答している上、Ｃ健康保険組合は、

「管理期間を経過しているため、申立人の加入記録が無い。」と回答しており、

申立人の申立期間における勤務実態及び保険料控除について確認することが

できない。 

また、Ａ社に係る厚生年金保険被保険者原票により、昭和 53年３月 15日に

被保険者資格を取得している元従業員 44人のうち、連絡先が判明した 30人に

対して照会したところ、14 人から回答があり、そのうちの 11 人は、「申立事

業所での在籍期間と厚生年金保険加入期間は一致している。」としている上、

そのうち６人は、「申立人と同時期に入社した。」と供述しており、そのうち２

人は、「申立人と一緒に新人研修を受けた。」と供述している。 

さらに、雇用保険の記録によると、申立人のＡ社における被保険者資格の取

得日は、昭和53年３月15日となっており、オンライン記録と一致している上、

申立期間に係る被保険者記録は見当たらない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

 



 

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

 


